
『
商
君
書
』
の
歴
史
的
位
置

柴

田

昇

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
『
商
権
書
』
の
思
想
構
造
の
分
析
、
及
び
そ
の
思
想
史
的
位
置
付
け
の
作
業
を
通
じ
て
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
思
想
状
況
の
特
質

の
一
端
が
考
察
さ
れ
る
。
『
商
暦
書
』
に
お
い
て
構
想
さ
れ
て
い
る
「
国
」
は
、
恒
常
的
戦
闘
と
い
う
現
実
認
識
を
基
盤
と
し
て
成
立
す
る
、
軍
事
的
編

成
の
「
国
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
『
孫
子
』
『
尉
糠
子
』
に
代
表
さ
れ
る
戦
国
期
に
勃
興
し
た
兵
学
の
　
系
統
に
見
ら
れ
る
軍
団
構
想
が
、
「
国
」

ン
ベ
ル
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
兵
学
的
教
養
と
そ
れ
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
軍
事
的
な
秩
序
意
識
は
、
士
階
層
を

中
心
に
、
戦
国
時
代
の
社
会
に
幅
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
九
巻
【
号
　
一
九
九
六
年
一
月

一
　
問
題
の
所
在

『商君書』の歴史的位置（柴田）

　
『
商
愚
書
』
は
、
漢
書
芸
文
志
法
家
類
に
は
「
黒
歯
二
十
九
篇
」
と
あ
り
、
戦
国
秦
の
孝
公
の
時
に
変
法
の
主
唱
者
と
な
り
秦
国
富
強
化
の

足
掛
か
り
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
商
鞍
の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
書
中
の
諸
篇
に
商
鞍
死
後
の
史
実
が
見
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
そ

の
史
料
的
価
値
を
疑
問
と
す
る
立
場
が
古
く
か
ら
あ
る
。
近
年
で
は
、
『
商
古
書
』
が
大
部
分
戦
国
末
期
に
成
立
し
た
古
書
で
あ
る
こ
と
は
定

説
化
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
が
、
そ
れ
が
商
鞍
変
法
の
実
態
や
商
鞍
自
身
の
思
想
、
あ
る
い
は
戦
国
秦
の
欄
度
を
、
ど
こ
ま
で
直
接
的
に
反
映

し
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
今
だ
に
議
論
の
あ
る
所
で
あ
る
。

　
戦
国
～
漢
画
の
史
料
を
見
る
と
き
、
『
二
君
書
』
の
存
在
感
は
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
『
韓
非
子
』
霜
露
篇
に
「
商
・
管
の
法
を
蔵

す
る
者
は
家
ご
と
に
之
あ
り
」
と
あ
る
の
を
初
め
と
し
て
、
　
『
潅
南
子
』
要
略
で
は
当
時
の
代
表
的
学
術
の
一
つ
と
し
て
商
君
の
学
が
挙
げ
ら
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①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

れ
て
お
り
、
『
漢
書
』
武
帝
紀
で
も
国
政
を
乱
す
も
の
の
～
つ
と
し
て
「
商
の
書
」
が
見
え
、
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
商
君
の
学
が
こ
の
時
期
に

持
っ
た
強
い
影
響
力
が
窺
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
商
君
の
学
を
つ
ぐ
も
の
た
ち
、
所
謂
商
君
学
派
に
つ
い
て
、
墨
家
集
団
の
よ
う
な
強
固
な
集
団
性
や
、
儒
家
の
よ
う
な
明
確
な
学

派
と
し
て
の
系
統
性
を
史
料
上
に
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
学
派
集
団
と
し
て
の
在
り
方
は
ご
く
近
年
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

比
較
的
マ
イ
ナ
ー
な
学
派
と
し
て
の
み
思
想
史
上
に
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
ふ
た
つ
の
現
象
、
即
ち
、
学
派
集
団
と
し
て
の
存
在
感
の
希
薄
さ
と
、
書
物
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ
く
言
説
の
幅
広
い
流
布
と

は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
・
思
想
的
状
況
を
背
景
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
そ
し
て
『
商
君
書
』
は
、
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
な

位
置
と
意
味
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
は
、
『
商
君
書
』
の
存
立
す
る
背
景
と
な
る
、
戦
国
期
に
固
有
の
「
学
」
の
在
り
方
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

あ
ろ
う
。
春
秋
戦
国
期
に
、
君
主
に
「
仕
え
る
」
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
「
幽
し
が
広
汎
に
出
現
．
す
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
彼
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
見
て
ゆ
く
「
学
」
の
具
体
的
担
い
手
と
な
る
階
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
様
女
な
言
説
を
駆
使
し
て
戦
国
諸
撚
の
政

治
に
参
画
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
多
数
は
、
文
献
上
に
名
を
残
す
諸
子
の
如
き
個
性
的
で
純
化
さ
れ
た
思
想
体
系
を
有
し
た
訳
で
は

な
く
、
よ
り
通
俗
的
・
常
識
的
な
秩
序
意
識
の
枠
内
で
そ
の
言
説
と
行
動
を
選
択
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
『
下
翼
書
馳
の

思
想
構
造
の
分
析
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
戦
国
の
士
の
意
識
と
行
動
を
基
礎
付
け
る
、
彼
ら
に
共
有
さ
れ
た
「
学
」
一
1
教
養
の
在
り
方
の
一
面
を

明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、
戦
国
社
会
に
お
け
る
『
商
墨
書
』
の
歴
史
的
位
置
付
け
を
試
み
た
い
。
そ
れ
は
従
来
諸
学
派
集
団
の
対
立
と
い
う

側
面
の
み
か
ら
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
戦
国
期
の
思
想
状
況
を
、
そ
れ
ら
に
通
晒
す
る
思
考
の
在
り
方
の
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
直
す
試
み
で

も
あ
る
。

　
な
お
こ
こ
で
は
、
『
商
暦
書
』
の
思
想
構
造
を
そ
の
「
国
」
に
対
す
る
視
点
を
中
心
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
「
国
」
と
は
、
実
質

的
に
よ
り
上
位
の
権
力
を
有
し
な
い
、
戦
国
時
代
人
の
秩
序
意
識
の
基
本
的
枠
組
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
国
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
提
示
す
る
こ

96　（96）



と
は
、
『
商
号
書
』
を
貫
く
関
心
で
あ
る
と
同
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

戦
国
の
士
の
共
有
す
る
最
も
普
遍
的
な
課
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

①
　
太
公
の
謀
、
儒
者
の
学
、
（
墨
家
の
）
閑
服
、
君
子
の
書
、
曇
子
の
諌
、
縦
横

　
長
短
、
（
申
子
の
）
刑
名
の
書
、
商
鞍
の
法
の
八
者
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

　
で
後
世
の
一
般
的
書
誌
分
類
の
如
く
儒
家
と
法
家
が
対
立
し
て
い
る
の
で
な
く
、

　
儒
者
の
学
と
商
罵
・
管
子
・
刑
名
等
が
対
等
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
戦
国
漢

　
初
期
の
学
術
の
実
態
を
考
え
る
上
で
興
味
深
く
、
商
君
の
学
の
盛
行
を
窺
わ
せ
る
。

②
　
建
元
元
年
冬
正
月
、
詔
丞
相
、
御
史
、
列
侯
、
中
二
千
石
、
二
千
石
、
諸
侯
絹

　
挙
賢
良
方
正
直
言
極
諌
凝
議
。
丞
相
縮
奏
、
所
挙
賢
良
、
或
治
申
、
商
、
韓
非
、

　
蘇
秦
、
難
儀
之
言
、
乱
国
政
。
請
皆
罷
。
奏
可
。

③
木
村
英
一
『
法
家
思
想
の
研
究
』
（
弘
文
堂
、
｝
九
四
四
）
で
は
、
「
先
泰
末
に

　
三
晋
地
方
を
中
心
と
し
て
起
っ
た
所
の
、
商
書
の
法
治
主
義
を
理
論
づ
け
て
之
を

　
奉
じ
る
学
者
群
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
次
第
に
法
家
的
思
想
を
構
成
し
た
ら
し
い
」

　
が
、
そ
の
思
想
は
「
云
う
に
足
る
程
の
発
展
を
示
し
て
み
な
い
様
で
あ
る
」
と
い

　
う
の
み
で
あ
る
。

④
小
倉
芳
彦
「
諸
子
百
家
論
」
（
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
4
』
一
九
七
〇
所
収
）
。

⑤
　
戦
国
期
の
「
国
」
に
関
す
る
筆
者
の
基
本
的
な
理
解
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
戦

　
園
史
研
究
の
視
角
i
諸
子
百
家
と
戦
国
晴
代
の
「
国
」
を
め
ぐ
っ
て
…
」

　
（
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
八
口
』
一
八
、
一
九
九
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
　
『
商
君
書
』
の
成
立
に
つ
い
て

『商翼書』の歴史的位置（柴田）

　
本
論
に
入
る
前
に
、
『
商
看
書
』
の
史
料
的
性
格
、
特
に
成
立
時
期
と
成
立
地
域
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て

お
き
た
い
。

　
ま
ず
成
立
時
期
に
つ
い
て
。
『
商
業
書
』
の
全
て
が
商
鞍
の
自
著
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
各
篇
で
は
、
更
法
・
定
分
の
首
末
二
篇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
後
出
性
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
近
年
で
は
篇
ご
と
の
分
析
・
編
年
の
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
国
末
期
に
ほ
と
ん
ど
の
篇
が
成
立
し
て
い

た
と
見
る
こ
と
で
は
諸
説
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
点
異
論
は
無
い
。
具
体
的
に
は
、
守
屋
美
都
雄
氏
が
説
く
よ
う
に
、
「
韓
非
子

五
露
篇
の
書
か
れ
る
こ
ろ
ま
で
に
は
、
商
下
書
は
す
で
に
か
な
り
纏
っ
た
形
を
そ
な
え
て
お
り
、
そ
の
後
の
補
筆
を
言
え
る
余
地
は
少
く
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
次
に
成
立
地
域
に
つ
い
て
。
羅
根
沢
氏
は
秦
人
あ
る
い
は
客
卿
の
秦
の
た
め
に
謀
る
者
の
作
と
し
、
守
屋
氏
は
、
三
浮
人
の
作
と
す
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
余
り
に
も
穿
ち
す
ぎ
た
考
」
と
し
秦
人
作
成
説
に
藩
祖
す
る
。
ま
た
近
年
詳
細
な
成
立
年
代
推
定
を
行
な
っ
た
郵
良
樹
氏
、
さ
ら
に
郵
属
説
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⑥

に
対
す
る
批
判
を
も
含
む
独
自
の
編
年
を
行
な
っ
た
好
並
隆
司
氏
も
、
戦
国
秦
で
の
作
成
を
前
提
と
し
て
立
論
し
て
い
る
。
鄭
・
好
並
両
氏
の

場
合
、
『
商
濫
書
』
内
部
で
の
思
想
的
展
開
を
分
析
の
中
心
に
置
き
、
そ
れ
が
秦
の
商
君
学
派
の
手
に
よ
っ
て
戦
国
葵
の
政
治
過
程
と
極
め
て

密
着
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
る
所
に
特
色
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
「
『
仁
君
書
』
は
鞍
自
身
の
思
想
原
理
を
前
提
と
し
、
秦
国
の
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

変
化
に
応
じ
て
次
第
に
変
容
す
る
思
想
を
明
瞭
に
反
映
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
、
『
二
君
書
』
と
秦
の
関
係
を
強
調
し
過
ぎ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
若
干
疑
問
を
持
つ
。
『
商
君
書
』
に
は
具
体
的
な
状

況
に
対
す
る
献
策
と
考
え
得
る
篇
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
国
の
統
治
に
つ
い
て
の
原
理
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
郵
・
好
並
両
氏

の
よ
う
に
、
そ
の
全
て
を
固
有
の
状
況
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
は
無
理
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
鄭
氏
の
如
く
、
商
君
学
派
が
秦
の
政
治

に
強
く
影
響
し
統
一
秦
に
お
い
て
思
想
界
の
「
亭
主
」
と
な
っ
た
と
ま
で
評
価
す
る
こ
と
に
も
、
躊
躇
を
覚
え
る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
に
は
、

史
料
上
秦
に
お
け
る
女
君
学
派
の
存
在
感
は
あ
ま
り
に
も
希
薄
で
あ
る
。
秦
の
社
会
変
化
と
『
商
君
書
』
の
内
容
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
対
応
さ
せ

過
ぎ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
な
お
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
改
め
て
注
目
す
べ
き
は
、
近
年
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
『
商
細
書
』
と
三
冠
地
域
の
関
係
を
重
視
す
る
諸
見
解
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

容
肇
算
氏
は
、
三
晋
の
人
が
秦
の
強
大
さ
に
驚
き
、
そ
れ
に
倣
っ
て
政
論
を
作
り
商
霜
に
仮
託
し
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
木
村
英
一
氏
は
「
商

君
学
派
と
云
ふ
如
き
在
野
学
者
の
発
生
は
、
秦
に
於
い
て
よ
り
も
、
寧
ろ
、
一
面
秦
の
直
接
の
脅
威
に
よ
る
政
治
思
想
的
影
響
を
う
け
な
が
ら

も
、
一
面
文
化
も
古
く
、
諸
学
の
交
流
も
高
し
い
三
遍
地
方
に
こ
そ
発
生
の
可
能
性
が
一
層
多
い
」
と
し
て
お
り
、
容
氏
の
見
解
と
概
ね
一
致

　
　
　
⑨

し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
『
商
議
書
』
の
統
治
観
が
衛
地
域
の
「
風
俗
的
精
神
」
「
猫
特
の
雰
園
氣
」
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
も
の
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

緒
形
暢
夫
氏
の
思
想
史
的
研
究
や
、
『
史
記
』
等
に
見
え
る
学
者
等
の
分
布
か
ら
、
秦
は
全
体
的
に
見
て
学
老
が
少
な
く
著
名
な
著
作
が
現
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

れ
に
く
か
っ
た
と
す
る
筆
耕
望
氏
の
地
域
的
研
究
も
参
考
と
な
ろ
う
。
『
史
記
』
張
儀
列
伝
に
は
「
三
流
は
品
変
の
士
多
く
し
て
、
膨
れ
縦
横

強
秦
を
言
う
は
大
抵
皆
三
遷
の
人
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
号
地
域
の
著
作
物
が
秦
へ
の
献
策
に
擬
し
た
論
述
形
態
を
持
つ
可

能
性
も
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
『
韓
非
子
』
富
嶽
篇
に
見
え
る
、
「
商
君
の
法
」
が
「
家
ご
と
に
蔵
」
さ
れ
た
状
況
も
、
三
千
地
域
を
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攣
し
た
あ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
⑱
以
蔭
り
筆
者
は
・
未
羨
定
的
な
論
難
量
せ
な
い
に
せ
よ
・
『
薯
書
』
は
秦
に
お
い
て
よ

り
も
三
晋
地
域
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
ま
た
普
及
し
た
可
能
性
が
よ
り
高
い
と
考
え
る
。

　
従
来
の
見
解
に
お
い
て
は
『
商
君
書
』
を
、
商
事
と
い
う
人
物
或
い
は
変
法
の
思
想
、
ま
た
は
戦
国
秦
の
政
治
・
制
度
史
を
理
解
す
る
た
め

の
素
材
と
し
て
見
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
『
商
善
書
』
は
、
全
篇
商
君
の
自
著
と
は
考
え
難
く
、
ま
た
必
ず
し
も
秦
と
の
閾
の
み
に
そ

の
関
係
を
限
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
但
し
こ
の
こ
と
は
、
『
亡
君
書
』
各
篇
と
戦
国
秦
の
無
関
係
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
く
、
そ
の
編
纂

過
程
に
お
い
て
、
西
人
の
言
説
や
解
髪
の
秦
に
お
け
る
言
行
記
録
等
が
選
択
・
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
従
来
論

じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
境
内
篇
が
秦
法
の
残
文
で
あ
る
可
能
性
や
黒
蝿
篇
が
秦
零
へ
の
献
策
書
で
あ
る
可
能
性
等
を
一
概
に
は
否
定
す
る
も
の

で
は
な
い
。
ま
た
思
想
史
の
通
説
で
は
、
法
家
思
想
史
の
流
れ
の
中
で
の
過
渡
的
な
思
想
形
態
と
し
て
と
ら
え
る
場
合
が
多
く
、
商
君
の
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
申
不
害
・
慎
到
の
そ
れ
と
と
も
に
韓
非
に
よ
っ
て
総
合
化
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
韓
非
の
登
場
以
後
も
「
商
の
言
」
は
影
響
力

を
失
う
訳
で
は
な
い
。
哲
学
史
的
系
譜
論
は
必
ず
し
も
影
響
力
の
大
き
さ
に
対
応
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
視
点
に
対
し
、
筆
者
が
注
署
し
た
い
の
は
、
『
商
君
書
』
の
持
つ
献
策
書
と
し
て
の
性
格
で
あ
る
。
『
商
上
書
』

は
、
先
秦
諸
文
献
の
通
例
に
漏
れ
ず
編
纂
物
的
性
格
が
強
い
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
同
書
が
思
惟
的
一
貫
性
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

訳
で
は
な
い
。
文
献
的
野
微
か
ら
見
れ
ば
『
商
多
書
』
は
、
全
二
十
四
篇
中
七
篇
が
上
奏
形
式
を
採
り
、
碧
主
へ
の
献
策
を
強
く
意
識
し
た
記

述
形
態
を
持
つ
。
こ
の
こ
と
は
著
作
者
や
こ
の
書
を
奉
じ
る
人
女
の
指
向
の
在
り
方
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
君
主
へ
の
献
策
を

必
要
と
す
る
者
に
よ
っ
て
読
ま
れ
、
ま
た
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
す
る
の
は
先
に
も
見
た
、
戦
国
期
に
勃
興
す
る

「
士
」
階
層
、
特
に
戦
国
諸
子
を
含
め
た
所
謂
「
客
」
の
広
汎
な
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
こ
そ
、
「
国
」
と
い
う
枠
組
み
に
規
定
さ
れ
つ
つ
も
、

そ
の
よ
り
理
想
的
な
在
り
方
を
構
想
し
、
献
策
し
得
た
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
群
小
の
「
士
」
「
客
」
達
こ
そ
が
『
聖
君
書
』
の
有
す

る
政
治
的
影
響
力
の
担
い
手
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
商
重
書
』
は
、
閉
鎖
的
学
派
集
団
の
経
典
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
一
般
性
を
も
つ
弓
術
の
書
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
商
鞍
と
い
う
傑
出
し
た
人
物
や
変
法
と
い
う
画
期
的
政
策
か
ら
だ
け
で
は
見
え
に
く
い
、
戦
國
社
会
を
背
後
か
ら

規
定
す
る
思
考
の
枠
組
み
を
読
み
取
る
素
材
と
し
て
『
商
上
書
』
を
位
置
付
け
得
る
よ
う
に
思
う
。
節
を
改
め
て
、
ま
ず
『
郷
里
書
』
の
内
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

世
界
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

①
容
肇
祖
「
商
君
書
考
証
」
（
『
燕
京
学
報
煽
第
二
十
一
期
、
一
九
三
七
）
、
好
並

　
隆
司
『
商
君
書
研
究
』
（
越
水
社
、
　
一
九
九
二
）
第
二
部
十
五
「
更
法
・
十
分
両

　
篇
釈
読
」
。

②
鄭
良
樹
『
商
軟
及
其
学
派
』
（
上
海
離
籍
出
版
歓
、
一
九
八
九
）
、
好
並
隆
司
前

　
誌
著
書
。

③
　
守
屋
美
都
雄
「
漢
代
爵
倒
の
源
流
と
し
て
見
た
る
商
鞍
爵
制
の
研
究
」
（
『
雪
囲

　
古
代
の
家
族
と
国
家
』
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
八
、
一
九
五
七
初
出
）
。

④
羅
根
沢
「
商
雪
書
置
源
」
（
『
諸
子
考
索
臨
入
民
出
版
社
、
一
九
五
入
、
一
九
三

　
五
初
出
）
。

⑥
守
屋
美
都
雄
前
掲
論
考
。

⑥
鄭
良
樹
前
掲
著
書
、
好
並
隆
司
前
掲
著
書
。
こ
の
他
に
、
古
賀
登
「
秦
商
鞍
の

　
軍
制
・
軍
功
褒
賞
棚
と
身
分
制
」
（
『
漢
長
安
誠
と
降
晒
・
山
郷
亭
里
制
度
』
雄
山

　
閣
、
一
九
八
○
所
収
）
も
ほ
ぼ
淫
逸
に
、
棊
と
の
関
係
を
重
視
す
る
。

⑦
好
並
隆
司
前
註
著
書
三
七
八
頁
。

⑧
容
肇
祖
前
掲
論
考
。

⑨
木
村
英
一
前
掲
著
書
六
二
～
六
三
頁
。

⑩
繕
形
暢
央
「
商
蓉
書
に
お
け
る
統
治
観
」
（
『
春
秋
時
代
各
地
に
お
け
る
思
想
的

　
傾
向
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
所
収
）
。

⑪
　
厳
耕
望
「
戦
国
学
術
地
理
与
人
才
分
布
」
（
『
厳
耕
望
史
学
論
文
選
集
』
聯
経
、

　
一
九
九
一
所
収
、
一
九
七
六
初
出
）
。

⑫
木
村
英
一
「
韓
非
子
考
証
」
（
木
村
前
掲
著
書
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
五
謡
篇
は

　
韓
非
の
自
著
と
推
定
さ
れ
る
篇
で
あ
り
、
韓
を
そ
の
場
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

　
る
。

⑬
　
木
村
英
｝
前
掲
書
、
田
上
泰
昭
「
韓
非
」
（
蓑
原
利
購
編
『
中
琶
思
想
劇
転
〔
上
〕

　
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
七
所
収
）
等
。

⑭
『
商
霜
書
』
の
書
物
と
し
て
の
権
威
を
保
障
し
て
い
る
の
は
、
戦
團
期
の
代
表

　
的
政
治
家
た
る
商
霜
の
事
跡
で
あ
ろ
う
。
商
署
と
は
、
君
主
の
絶
対
的
信
頼
下
に

　
画
期
的
改
革
を
行
い
、
遂
に
は
『
戦
国
策
』
秦
策
一
に
、
「
衛
鞍
亡
蔵
入
奏
、
孝

　
公
以
為
相
、
封
之
於
商
、
号
日
商
君
。
商
君
語
意
…
…
孝
公
行
之
八
年
、
疾
且
不

　
超
、
欲
伝
商
署
、
社
歴
受
。
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
禅
譲
説
話
の
対
象
に
ま
で

　
な
る
人
物
で
あ
り
戦
国
期
の
献
策
者
か
ら
見
れ
ば
理
想
的
君
臣
関
係
を
獲
得
し
た

　
人
物
で
あ
る
。
『
商
君
魯
』
が
普
及
す
る
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
商
鷺
説
話
が
あ

　
つ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
　
戦
醐
時
代
の
「
客
」
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
卓
「
戦
国
時
代
に
お
け
る
「
客
」
の

　
生
態
」
（
『
古
代
中
華
思
想
の
研
究
臨
近
文
社
、
一
九
七
三
所
収
、
一
九
四
九
初
出
）
、

　
相
原
俊
二
「
先
秦
時
代
の
「
客
」
に
つ
い
て
一
食
客
・
上
客
・
賓
客
に
つ
い
て

　
一
」
（
『
中
国
古
代
史
研
究
』
吉
摺
弘
文
館
、
一
九
六
〇
所
収
）
。

⑮
『
商
君
書
』
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
は
、
部
分
的
に
ふ
れ
た
も
の
を
含
め
る
と

　
相
当
の
数
に
な
る
。
そ
の
他
の
う
ち
、
主
な
も
の
の
み
挙
げ
て
お
こ
う
。
田
中
耕

　
太
郎
『
法
家
の
法
実
証
主
義
』
（
福
村
書
店
、
一
九
四
七
）
、
大
塚
伴
鹿
『
法
家
思

　
想
の
源
流
』
（
　
土
語
図
書
、
　
一
九
八
○
）
、
小
野
沢
精
一
「
法
家
思
想
」
（
『
講
座
東

　
洋
思
想
4
価
策
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
）
、
重
沢
俊
郎
「
中
国
古
代
の
法
治

　
学
説
」
（
『
法
制
史
研
究
』
一
九
、
一
九
六
九
）
、
蔓
忍
天
『
岱
明
評
伝
』
（
商
務
印

　
書
館
、
一
九
三
四
）
、
中
田
薫
「
支
那
律
令
法
系
の
発
達
に
つ
い
て
・
補
考
」
（
『
法
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擬
史
論
集
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
所
収
）
。
商
鞍
変
法
に
つ
い
て
は

属
国
幸
男
「
口
重
変
法
の
再
検
討
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
　
一
九
七
五
別
冊
大
会
特

集
）
、
「
商
鞍
変
法
の
再
検
討
・
補
正
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
四
八
三
、
一
九
八
○
）

が
あ
る
。
こ
の
他
に
『
商
工
書
』
の
「
国
」
に
閃
す
る
意
識
を
論
じ
た
も
の
と
し

て
、
茂
沢
方
尚
「
商
子
・
筍
子
・
韓
非
子
の
「
圏
家
」
1
圓
帰
と
適
応
－
」

（『

ﾘ
葬
子
の
愚
想
史
的
研
究
』
近
代
文
藝
社
、
　
一
九
九
三
、
一
九
七
六
初
出
）

が
あ
る
が
、
三
思
想
の
比
較
が
主
眼
で
あ
り
、
『
商
議
書
』
の
「
函
」
に
つ
い
て

は
よ
り
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。

　
な
お
『
欝
欝
書
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
將
礼
濡
『
商
君
書
繊
指
騙
（
中
華
書
局
、

一
九
八
穴
）
を
底
本
と
し
、
朱
師
轍
『
商
君
書
葛
鰹
定
本
』
（
鼎
文
書
局
、
「
九

七
九
）
、
山
東
大
学
《
商
子
訳
注
》
編
写
組
『
商
子
訳
注
』
（
斉
魯
当
社
、
一
九
八

二
）
、
高
亨
『
商
霜
曇
注
訳
』
（
中
豊
書
局
、
…
九
七
四
）
、
清
水
潔
『
愛
子
』
（
明

徳
出
版
社
、
　
一
九
七
〇
）
、
好
並
隆
司
前
掲
著
書
第
二
部
所
収
の
商
君
書
各
篇
釈

読
唱
で
補
っ
た
。

　
以
下
篤
名
の
み
挙
げ
る
の
は
『
商
君
書
駈
で
あ
る
。

三
　
『
商
君
書
』
の
「
国
」
に
つ
い
て

『商乱書』の歴史的位置（柴田）

　
（
一
）
　
「
国
」
の
基
本
的
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
『
商
君
国
』
の
背
景
は
、
羅
根
沢
氏
も
言
う
よ
う
に
、
戦
国
期
の
不
断
の
戦
闘
状
況
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
戦
国
諸
国
は
、
自
国

の
消
滅
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
お
り
、
そ
の
存
続
・
拡
大
を
計
る
こ
と
が
戦
国
諸
侯
に
共
通
の
課
題
で
あ
っ
た
。
戦
国
諸
子
の
多
く
に
と
っ

て
も
、
そ
の
思
想
の
意
味
と
有
効
性
を
確
立
す
る
上
で
、
世
界
の
現
実
を
説
明
し
あ
る
べ
き
理
想
像
を
提
出
す
る
こ
と
は
共
通
性
を
持
っ
た
課

題
と
な
っ
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
な
具
体
的
状
況
に
基
づ
く
課
題
の
戦
国
期
に
お
け
る
普
遍
的
存
在
が
、
『
商
上
書
』
成
立
の
前
提
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
『
商
鷺
書
』
に
お
い
て
「
国
し
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
百
人
溢
し
、
一
人
居
る
者
は
王
た
り
。
十
人
農
し
、
一
人
居
る
者
は
強
た
り
。
半
ば
尊
し
、
半
ば
居
る
者
は
危
う
し
。
…
…
凡
そ
圏
を
治
む
る
者
は
、
民

　
　
の
散
じ
て
搏
ら
に
す
る
べ
か
ら
ざ
る
を
患
う
る
な
り
。
是
を
以
て
聖
人
萱
を
零
し
て
之
を
嬉
ら
に
す
る
な
り
。
国
壷
を
乾
す
こ
と
［
歳
な
る
者
は
十
歳
強
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
萱
を
作
す
こ
と
十
歳
な
る
者
は
百
歳
強
く
、
萱
を
熟
す
こ
と
百
歳
な
る
者
は
千
歳
強
く
、
千
歳
強
き
者
は
王
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
農
戦
第
三
）

　
　
　
王
者
は
九
を
刑
し
…
を
賞
す
。
強
国
は
七
を
刑
し
三
を
賞
す
。
弱
国
は
五
を
刑
し
五
を
賞
す
。
国
勢
を
蔵
す
こ
と
｝
歳
な
れ
ば
十
歳
強
く
、
壷
を
作
す
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
と
十
歳
な
れ
ば
百
歳
強
く
、
壷
を
作
す
こ
と
百
歳
な
れ
ば
千
歳
強
し
。
千
歳
強
き
者
は
王
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
去
強
第
四
）
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以
上
に
よ
れ
ぽ
、
国
に
は
〃
弱
－
強
一
王
”
の
三
段
階
が
あ
る
。
国
の
目
的
は
「
強
」
か
ら
「
王
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の

方
法
は
「
萱
を
与
す
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
壼
を
直
す
」
こ
と
に
よ
り
「
強
」
が
実
現
さ
れ
、
「
強
」
と
い
う
状
態
の
長
期
的

継
続
の
上
に
「
王
」
た
る
こ
と
が
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
萱
」
と
い
う
言
葉
は
、
本
書
中
に
肯
定
的
概
念
と
し
て
頻
出
す
る
。
そ
の
意
味

す
る
所
を
次
に
見
よ
う
。

　
　
　
凡
そ
人
主
の
民
を
勧
む
る
所
以
の
者
は
、
官
爵
な
り
。
国
の
興
る
駈
以
の
者
は
、
農
戦
な
り
。
耳
隠
官
爵
を
求
む
る
に
薄
恥
戦
を
以
て
せ
ず
し
て
巧
言
虚

　
　
道
を
以
て
す
。
此
れ
民
を
労
す
と
謂
う
。
民
を
労
す
者
は
、
其
の
国
必
ず
力
無
し
。
力
無
け
れ
ば
則
ち
其
の
国
必
ず
削
ら
る
。
善
く
圏
を
詠
む
る
老
は
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
④
．

　
　
の
民
を
教
う
る
や
、
皆
萱
を
作
し
て
官
爵
を
得
る
。
是
の
故
に
農
に
填
め
戦
に
力
む
る
に
非
ざ
れ
ば
官
せ
ず
爵
無
し
。
国
言
を
去
れ
ば
則
ち
民
僕
た
り
。
民

　
　
撲
た
れ
ば
則
ち
淫
せ
ず
。
民
上
の
利
の
萱
孔
翻
り
出
る
を
見
る
や
、
則
ち
壼
を
作
す
。
壼
を
作
せ
ぱ
、
剣
ち
罠
楡
劃
せ
ず
。
民
義
母
せ
ざ
れ
ば
則
ち
多
力
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
り
。
多
力
な
れ
ば
則
ち
国
強
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
論
戦
第
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
利
一
空
よ
り
出
る
者
は
、
其
の
国
敵
無
し
。
利
二
空
よ
り
出
る
者
は
、
其
の
国
利
を
半
ば
に
す
。
利
十
空
よ
り
出
る
者
は
、
其
の
国
守
ら
れ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斬
令
第
十
三
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
壷
を
翻
す
」
と
は
民
が
「
農
戦
」
に
集
中
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
を
創
る
た
め
に
、
「
善
為
国
者
」

は
「
官
爵
」
と
い
う
「
利
」
が
蛇
石
と
い
う
「
壷
孔
（
一
空
）
」
よ
り
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
、

為
政
者
と
民
と
の
関
係
を
見
る
な
ら
ば
、

　
　
　
弁
慧
、
乱
の
賛
な
り
。
礼
楽
、
淫
侠
の
徴
な
り
。
慈
仁
、
過
の
母
な
り
。
任
挙
、
姦
の
鼠
な
り
。
…
…
八
節
辞
す
る
有
れ
ば
、
民
其
の
政
に
勝
ち
、
国
八

　
　
者
無
け
れ
ば
、
政
其
の
民
に
勝
つ
。
民
其
の
政
に
勝
て
ば
、
国
弱
し
。
政
其
の
民
に
勝
て
ば
、
兵
強
し
。
故
に
國
句
者
有
れ
ば
、
上
以
て
守
戦
せ
し
む
る
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
く
、
必
ず
削
ら
れ
て
亡
ぶ
に
至
る
。
国
八
者
無
け
れ
ば
、
上
以
て
守
戦
せ
し
む
る
有
り
、
必
ず
興
り
て
王
に
至
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
説
民
第
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
民
弱
け
れ
ば
国
強
く
、
国
強
け
れ
ば
民
弱
し
。
故
に
有
道
の
国
、
務
め
は
民
を
弱
む
る
に
在
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弱
吟
第
二
十
）

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
圏
ω
一
民
⑯
の
問
の
対
抗
関
係
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
『
商
君
書
』
の
関
心
は
「
国
」
が
い
か
に
し
て
「
民
」
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に
勝
つ
か
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
「
農
戦
」
は
、

　
　
　
民
の
外
事
は
戦
よ
り
難
き
は
莫
く
、
故
に
軽
法
は
以
て
之
を
使
う
可
か
ら
ず
。
…
…
民
の
内
事
は
農
よ
り
苦
し
ぎ
は
莫
く
、
故
に
軽
治
は
以
て
之
を
．
使
う

　
　
可
か
ら
ず
。
…
…
故
に
国
を
為
む
る
者
は
、
辺
利
は
尽
く
兵
に
帰
し
、
市
利
は
尽
く
農
に
帰
す
。
漁
利
丘
ハ
に
帰
す
る
者
は
強
く
、
市
言
言
に
帰
す
る
者
は
富

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
む
。
故
に
出
て
戦
い
て
強
く
、
入
り
て
休
み
て
富
む
老
は
王
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
外
郭
第
二
十
二
）

と
い
う
部
分
に
見
え
る
よ
う
に
、
民
を
弱
め
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
’
‘
8
富
強
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
が
民
に
勝
つ
た
め
に
は
、
民
が

農
戦
に
集
中
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
想
的
状
態
が
「
萱
を
作
す
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
為
政
者
は
、
「
利
」

が
農
戦
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
り
民
が
そ
れ
に
集
中
す
る
、
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
作
る
必
要
が
あ
る
。
為
政
者
の
側
か
ら
こ
こ
ま
で
の
議

論
を
と
ら
え
か
え
す
な
ら
ば
、
理
想
的
為
政
者
の
態
度
を
示
す
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
聖
人
の
国
を
慰
む
る
や
、
賞
を
壷
に
し
、
刑
を
萱
に
し
、
教
を
萱
に
す
。
賞
を
萱
に
す
れ
ば
則
ち
端
敵
無
く
、
刑
を
壷
に
す
れ
ぼ
則
ち
令
行
わ
れ
、
教
を

　
　
壷
に
す
れ
ば
則
ち
下
上
に
聴
く
。
濡
れ
賞
を
明
か
に
す
れ
ば
費
さ
ず
、
刑
を
明
か
に
す
れ
ば
配
せ
ず
、
教
を
明
か
に
す
れ
ば
変
ぜ
ず
。
而
し
て
罠
は
民
の
務

　
　
を
知
り
、
国
異
俗
無
し
。
明
か
に
之
を
賞
す
れ
ば
猶
お
賞
無
き
に
至
る
な
り
。
明
か
に
之
を
刑
す
れ
ば
猶
お
刑
無
き
に
至
る
な
り
。
閣
か
に
之
を
教
す
れ
ば

　
　
猶
お
教
無
き
に
至
る
な
り
。
…
…
人
を
殺
す
も
暴
と
為
さ
ず
、
人
を
賞
す
る
も
仁
と
為
さ
ざ
る
は
、
国
法
明
か
な
れ
ば
な
り
。
…
…
聖
人
の
国
を
治
む
る
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
萱
を
審
ら
か
に
す
る
の
み
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賞
刑
第
十
七
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
為
政
者
の
務
め
は
「
壷
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
尽
き
る
。
こ
こ
で
の
記
述
に
引
き
付
け
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
賞
・

刑
・
教
」
と
そ
れ
ら
を
支
え
る
規
範
た
る
「
法
」
を
農
戦
を
中
心
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
を
整
理
す
れ
ば
、
『
商
群
書
』
に
見
え
る
あ
る
べ
き
国
の
基
本
構
造
は
、
「
壼
」
を
審
ら
か
に
す
る
為
政
者
と
、
「
壷
を
作
」
し
た
民
が
、

「
萱
孔
」
に
よ
っ
て
結
び
付
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
状
況
が
「
国
壷
を
節
す
偏
と
い
う
状
態
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ

で
は
「
国
」
は
「
萱
」
と
い
う
概
念
で
統
合
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
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（
二
）
　
秩
序
の
形
成
－
法
に
よ
る
価
値
憲
識
の
共
有
…
一

　
し
か
し
、
『
商
君
書
』
を
取
り
囲
む
現
実
世
界
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
姿
の
国
は
未
だ
実
現
さ
れ
て
は
い
な
い
。
次
に
、
そ
の
よ
う
な

「
国
」
が
形
成
さ
れ
る
過
程
と
そ
の
論
理
を
追
っ
て
み
よ
う
。
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
為
政
者
が
民
を
「
壷
を
作
す
」
状
態
に
す
る
た
め
に
表
す

具
体
的
規
範
が
「
法
」
で
あ
る
。
為
政
者
と
民
を
結
び
付
け
る
も
の
が
「
利
」
で
あ
り
、
法
と
は
利
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
民

の
進
む
べ
き
方
向
を
明
示
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
法
の
機
能
に
つ
い
て
見
よ
う
。

　
　
　
善
を
章
か
に
す
れ
ば
則
ち
過
匿
れ
、
姦
を
任
ず
れ
ば
則
ち
罪
訣
さ
る
。
過
細
る
れ
ば
則
ち
論
法
に
勝
ち
、
罪
謙
さ
る
れ
ば
則
ち
法
民
に
勝
つ
。
民
法
に
勝

　
　
て
ば
、
国
乱
れ
、
法
曽
に
勝
て
ば
、
兵
強
し
。
故
に
暫
く
、
良
民
を
以
て
弛
む
れ
ば
、
必
ず
乱
れ
て
削
ら
る
に
著
る
。
姦
民
を
以
て
治
む
れ
ば
、
必
ず
治
ま

　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
り
て
強
に
至
る
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
説
民
第
五
）

前
述
の
「
国
」
と
「
民
」
の
対
抗
関
係
が
、
こ
こ
で
は
「
法
」
と
「
民
」
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
直
さ
れ
て
い
る
。
為
政
者
の
心
得
と
し
て
、

民
を
「
姦
」
と
み
な
し
て
法
を
建
て
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
れ
が
「
強
」
へ
の
方
策
と
さ
れ
る
。
「
法
」
が
民
に
勝
ち
国

が
「
強
」
に
至
る
過
程
は
、
錯
法
篇
に
お
い
て
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
る
。

　
　
　
臣
聞
く
、
古
の
明
露
、
法
を
潔
き
て
畏
に
邪
無
く
、
事
を
挙
げ
て
材
自
ず
か
ら
練
り
、
賞
行
わ
れ
て
兵
強
し
と
。
此
の
三
者
治
の
本
な
り
。
翻
れ
法
を
錯

　
　
き
て
民
に
邪
無
し
と
は
、
法
明
か
に
し
て
厩
之
を
利
と
す
る
な
り
。
事
を
挙
げ
て
材
自
ず
か
ら
練
る
と
は
、
功
分
明
か
な
る
な
り
。
功
分
明
か
な
れ
ば
則
ち

　
　
民
力
を
尽
く
し
、
民
力
を
尽
く
せ
ば
材
自
ず
か
ら
練
る
。
賞
を
行
い
て
兵
強
し
と
は
、
爵
禄
の
謂
な
り
。
爵
禄
は
兵
の
実
な
り
。
…
…
是
を
以
て
明
君
の
其

　
　
の
臣
を
使
う
や
、
用
は
必
ず
其
の
労
よ
り
出
で
、
賞
は
必
ず
其
の
功
に
加
う
。
功
賞
明
か
な
れ
ば
、
民
功
を
競
う
。
国
を
為
め
て
能
く
其
の
民
を
し
て
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
尽
く
し
以
て
功
を
競
わ
し
む
れ
ば
、
則
ち
兵
必
ず
強
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
錯
法
第
九
）

　
法
を
施
行
す
れ
ば
、
民
は
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
利
と
し
、
邪
な
行
い
の
も
の
が
い
な
く
な
る
。
国
が
事
業
を
起
こ
す
際
も
、
功
績
の
基
準
が

明
ら
か
な
の
で
、
民
は
そ
れ
に
向
っ
て
力
を
尽
く
し
、
自
然
と
材
能
が
錬
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
戦
時
に
至
っ
て
も
、
賞
即
ち
爵
禄

の
出
所
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
兵
士
た
る
民
は
功
労
を
競
っ
て
力
を
尽
く
し
、
強
兵
が
達
成
さ
れ
る
。
「
民
」
の
性
格
に
注
劃
す
れ
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ば
．
「
法
」
の
施
行
に
よ
っ
て
「
無
邪
」
と
な
っ
た
民
は
、
そ
の
「
材
」
を
「
自
ず
か
ら
練
り
」
強
い
「
兵
」
と
な
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
。
こ
の
文
章
で
は
こ
の
「
三
者
」
の
段
階
的
性
格
は
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
が
、
兵
の
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
と
ら
え
直
し
た
の

が
次
の
史
料
で
あ
る
。

　
　
　
凡
そ
戦
法
、
必
ず
政
に
本
づ
き
、
勝
て
ば
則
ち
其
の
民
争
わ
ず
。
争
わ
ざ
れ
ば
動
ち
私
意
を
以
て
す
る
も
の
無
く
、
上
を
以
て
意
と
為
す
。
故
に
王
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
政
、
民
を
し
て
邑
闘
に
怯
に
し
て
憲
戦
に
勇
た
ら
使
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
戦
法
第
十
）

　
　
　
凡
そ
用
兵
、
勝
つ
に
三
等
有
り
。
若
し
豪
だ
起
た
ざ
れ
ば
則
ち
法
を
錯
き
、
法
を
鋭
き
て
俗
成
り
、
而
し
て
用
具
わ
る
。
此
の
三
老
境
内
に
行
わ
れ
、
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
る
後
に
兵
幽
す
可
き
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
立
本
第
十
】
）

　
戦
法
篇
で
は
、
戦
闘
が
内
政
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
う
原
翔
が
示
さ
れ
、
「
政
」
が
民
に
勝
つ
こ
と
に
よ
り
生
ま
れ
る
、
私
闘
を
避
け
て

公
の
戦
闘
に
力
を
尽
く
す
民
の
姿
が
描
か
れ
る
。
立
本
篇
で
は
、
そ
の
よ
う
な
民
の
形
成
過
程
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
錯
法
」
即
ち
法
の
施

行
、
「
俗
成
」
即
ち
法
の
定
着
、
「
用
具
」
即
ち
戦
土
と
し
て
用
い
得
る
民
の
誕
生
と
い
う
三
つ
の
段
階
か
ら
成
り
、
内
政
が
こ
れ
を
満
た
し
て

然
る
後
に
出
兵
す
る
必
要
が
説
か
れ
て
い
る
。

　
法
令
の
定
着
に
よ
る
「
民
」
の
教
化
、
即
ち
「
俗
筆
」
の
必
要
は
、
『
商
慰
書
』
全
書
中
に
三
女
な
形
で
主
張
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
本
書

中
で
は
「
民
」
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
扇
を
治
る
者
は
民
の
壷
な
る
を
貴
ぶ
。
民
壼
な
れ
ば
購
ち
撲
、
重
な
れ
ば
則
ち
農
た
り
。
農
た
れ
ば
則
ち
勤
め
易
く
、
勤
め
れ
ば
則
ち
富
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
壼
言
第
八
）

　
　
　
私
利
外
に
塞
が
れ
ば
、
則
ち
民
農
に
属
す
。
農
に
属
せ
ば
、
則
ち
模
な
り
。
撲
な
れ
ば
則
ち
令
を
照
る
。
…
…
膨
れ
民
の
情
、
撲
な
れ
ば
則
ち
労
を
生
じ

　
　
て
力
め
易
く
、
窮
す
れ
ば
劉
ち
知
を
生
じ
て
利
を
権
る
。
力
め
易
け
れ
ば
則
ち
死
を
軽
ん
じ
て
用
を
楽
し
み
、
利
を
要
れ
ば
瑚
ち
罰
を
畏
れ
て
苦
を
易
く
す
。

　
　
苦
を
易
く
す
れ
ば
動
ち
地
力
尽
く
さ
れ
、
用
を
楽
し
め
ば
剣
ち
兵
力
尽
く
さ
る
。
出
れ
圏
を
治
む
る
者
の
能
く
地
力
を
尽
く
し
て
民
の
死
を
致
す
者
は
、
名

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
と
利
こ
も
ご
も
至
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
窪
地
第
六
）
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聖
人
治
国
の
要
を
知
り
、
故
に
民
を
し
て
心
を
農
に
帰
せ
し
む
。
心
を
農
に
帰
せ
ば
則
ち
民
撲
に
し
て
正
し
く
す
可
き
な
り
。
…
…
畏
を
避
く
れ
ば
則
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
民
其
の
居
を
軽
ん
ず
。
其
の
居
を
軽
ん
ず
れ
ば
則
ち
必
ず
上
の
為
に
守
戦
せ
ざ
る
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
農
戦
第
三
）

　
萱
言
篇
で
は
僕
な
ら
ば
農
と
さ
れ
、
意
地
・
農
戦
篇
で
は
農
な
ら
ば
僕
と
さ
れ
る
が
、
要
す
る
に
法
令
に
従
い
労
役
に
力
を
尽
く
す
民
の
気

風
が
「
僕
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
為
画
聖
は
民
を
「
撲
」
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
「
撲
」
で
あ
れ
ば
「
農
」
に
集
中
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
、
「
農
」
で
あ
れ
ば
「
戦
」
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
農
と
撲
の
関
係
は
入
れ
替
わ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
総
じ
て
僕
1
1
農
↓
戦
と
い

う
推
論
が
『
商
乱
書
』
の
秩
序
形
成
論
の
中
核
に
在
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
先
の
「
俗
成
」
の
意
味
も
自
ず
と
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
民
が
そ
の
性
質
を
「
撲
」
と
し
農
業
に
集
中
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
民
が
戦
士
と
し
て
の
実
質
を
備
え
る
た
め
に
は
、

農
業
へ
の
集
中
が
必
要
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
平
時
と
戦
時
は
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
「
民
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
の
秩
序
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
国
の
治
、
家
に
断
ず
る
も
の
は
王
た
り
、
官
に
断
ず
る
も
の
は
強
く
、
君
に
断
ず
る
も
の
は
弱
し
。
…
…
圏
を
望
む
る
者
は
下
の
断
を
貴
び
、
故
に
十
里

　
　
を
以
て
断
ず
る
も
の
は
弱
く
、
五
里
を
以
て
断
ず
る
者
は
強
し
。
家
断
ず
れ
ば
則
ち
絵
有
り
、
故
に
丸
く
、
日
に
治
む
る
者
は
王
と
。
専
断
ず
れ
ぱ
則
ち
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ど

　
　
ら
ず
、
故
に
曰
く
、
夜
に
治
む
る
者
は
強
し
と
。
君
断
ず
れ
ば
馴
ち
乱
る
、
故
に
曰
く
、
治
を
宿
む
る
者
は
削
ら
る
と
。
故
に
有
道
の
国
、
治
は
君
に
聴
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
ず
、
民
は
官
に
従
わ
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
説
民
第
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
す

　
　
　
凡
そ
戦
は
民
の
悪
む
所
な
り
。
能
く
民
を
し
て
戦
を
楽
し
ま
し
む
る
者
は
王
た
り
。
強
国
の
民
、
父
は
其
の
子
を
遺
れ
、
兄
は
其
の
弟
を
遺
れ
、
妻
は
其

　
　
の
夫
を
遺
れ
、
皆
曰
く
、
得
ざ
れ
ぱ
返
る
こ
と
無
し
と
。
又
臼
く
、
法
を
失
い
令
を
離
る
れ
ば
若
死
し
我
も
死
せ
ん
と
。
郷
ご
と
に
之
を
治
め
行
間
逃
る
る

　
　
所
無
く
、
遷
徒
し
て
入
る
処
無
し
。
尋
問
の
治
、
連
ぬ
る
に
五
を
以
て
し
、
之
を
弁
ず
る
に
章
を
以
て
し
、
之
を
束
ぬ
る
に
令
を
以
て
し
、
拙
な
れ
ば
旧
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
所
無
く
、
罷
る
れ
ば
生
く
る
所
無
し
。
是
を
以
て
三
軍
の
士
令
に
従
っ
て
纏
る
る
如
く
、
死
し
て
踵
を
旋
さ
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
画
策
第
十
八
）

　
法
令
の
定
着
に
よ
っ
て
為
政
者
と
民
が
規
範
を
共
有
し
た
結
果
、
物
事
の
裁
断
は
一
女
君
主
や
官
府
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
民
の
レ
ベ

ル
で
決
さ
れ
、
そ
の
結
論
は
「
上
」
に
よ
る
も
の
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
い
わ
ば
上
下
は
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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⑳

『
商
君
書
』
の
「
法
」
は
一
般
に
、
民
を
抑
圧
し
農
戦
に
駆
り
立
て
る
た
め
の
技
術
と
さ
れ
て
お
り
、
確
か
に
そ
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い

る
が
、
そ
れ
が
十
分
に
行
き
渡
り
民
の
俗
に
定
着
し
た
理
想
的
段
階
に
お
い
て
は
、
民
は
自
ず
か
ら
「
戦
」
を
楽
し
む
こ
と
に
な
る
。
「
法
」

は
「
民
」
の
意
識
自
体
を
変
え
る
機
能
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
冗
長
を
省
み
ず
述
べ
て
き
た
こ
と
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
『
商
君
書
』
の
「
国
」
は
、
「
作
並
」
し
て
「
強
」
と
な
り
そ
の
長
期
的
継
続
に
よ
っ
て
「
王
」
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
の

た
め
に
、
為
政
者
の
「
法
」
に
よ
っ
て
「
利
」
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
「
民
」
の
価
値
観
を
統
一
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
法
の
公

布
に
よ
る
秩
序
形
成
は
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
為
政
者
と
民
の
対
立
関
係
の
中
で
行
わ
れ
る
が
、
最
終
的
に
は
「
国
」
全
体
が
一
つ
の
価
値

意
識
を
共
有
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
こ
で
は
民
が
世
上
に
集
中
す
る
こ
と
は
民
が
兵
士
と
し
て
の
実
質
を
備
え
る
こ
と
と
直
結
し
て
お

り
、
そ
の
結
果
成
立
す
る
「
壼
」
と
い
う
概
念
で
統
合
理
解
さ
れ
た
国
は
、
「
農
戦
」
に
上
下
の
意
識
と
行
動
が
集
約
さ
れ
た
上
下
「
萱
」
体

の
「
国
」
で
あ
っ
た
。

　
（
三
）
　
「
国
」
の
構
造
i
l
「
三
官
」
の
性
格
一
1

　
さ
て
以
上
の
よ
う
に
、
『
商
君
達
』
の
世
界
に
お
い
て
は
「
国
」
全
体
の
有
す
る
価
値
意
識
は
農
戦
に
集
中
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
と
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
異
質
な
「
国
」
の
在
り
方
に
関
す
る
意
識
が
見
出
さ
れ
る
部
分
が
、
本
書
中
に
は
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
農
、
商
、
官
三
者
は
、
国
の
常
官
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虫
強
第
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
器
官
生
ず
れ
ば
必
ず
削
ら
る
。
農
少
な
く
商
多
く
、
貴
人
貧
し
く
商
貧
し
く
農
貧
し
く
、
三
窟
貧
し
け
れ
ば
必
ず
削
ら
る
。
　
　
　
　
（
去
強
第
四
）

　
　
農
、
商
、
官
三
者
は
、
国
の
常
官
な
り
。
農
は
地
を
生
き
、
商
は
物
を
致
し
、
官
は
民
を
法
す
。
長
官
は
葺
石
を
生
ず
。
曰
く
歳
、
曰
く
食
、
曰
く
美
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
曰
く
好
、
響
く
志
、
曰
く
行
。
…
…
六
訟
俗
を
成
せ
ば
、
兵
必
ず
大
敗
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
民
第
二
十
）

　
好
並
氏
は
、
変
法
期
に
は
商
業
活
動
自
体
が
禁
じ
ら
れ
た
が
賢
君
の
死
と
共
に
農
業
・
戦
闘
を
回
避
す
る
形
勢
が
生
じ
、
さ
ら
に
時
期
が
降
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る
と
商
人
が
常
置
宮
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
し
、
全
篇
を
商
業
の
肯
定
と
否
定
に
分
け
、
各
篇
の
編
年
の
一
基
準
と
し
て
い
る
。

即
ち
氏
に
よ
れ
ば
、
農
・
戦
へ
の
集
中
と
議
官
の
存
在
は
矛
盾
す
る
要
素
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
必
ず
し
も
そ
の

よ
う
に
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
外
内
篇
は
、
「
末
藁
葺
ぜ
ざ
れ
ば
則
ち
技
巧
の
人
事
を
な
す
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
好
並

氏
が
商
業
否
定
に
分
類
し
た
篇
で
あ
る
が
、
篇
末
に
「
故
に
善
く
国
を
治
む
る
者
は
、
辺
利
は
尽
く
兵
に
帰
し
、
市
谷
は
尽
く
農
に
帰
す
。
辺

利
尽
く
兵
に
帰
す
者
は
強
く
、
市
利
尽
く
農
に
帰
す
者
は
富
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
市
そ
の
も
の
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

商
工
業
民
の
存
在
自
体
は
議
論
の
前
提
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
国
の
「
利
」
は
農
・
戦
に
集
中
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
国
全
体
を

見
た
時
「
農
」
の
比
重
は
圧
倒
的
で
あ
り
、
ス
冒
ー
ガ
ソ
と
し
て
の
農
戦
至
上
主
義
が
述
べ
ら
れ
る
際
に
は
「
末
」
は
徹
底
的
に
排
撃
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
国
の
構
成
と
し
て
見
た
場
合
、
末
事
そ
の
も
の
が
根
絶
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
難
く
、
そ
れ
自
体
は
必
須
の
構
成
要
素
と

な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
『
翼
廊
書
』
の
、
「
国
」
が
「
三
官
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
、
「
壷
」
と
い
う
概
念
で
統
合
理
解
さ
れ
そ
の

価
値
意
識
が
「
農
戦
」
に
集
中
さ
れ
た
「
国
」
の
構
想
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
戦
国
期
の
思
想
家
達
は
、
「
撫
」
を
士
・
農
・
工
・
商
の
四
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
西

周
期
以
来
の
伝
統
的
分
業
観
念
で
あ
り
、
斉
語
に
見
え
る
参
国
幣
邸
の
制
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
の
身
分
的
編
成
を
示
す
実

　
　
　
　
　
　
　
⑳

態
概
念
で
も
あ
っ
た
。
『
商
青
書
』
に
お
い
て
も
、
「
商
質
の
民
」
「
技
芸
の
民
」
が
「
難
戦
の
民
」
に
署
す
る
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
　
こ
れ
ら
は
商
・
工
に
当
る
も
の
と
見
て
よ
く
、
社
会
的
実
態
と
し
て
の
四
民
分
業
は
こ
こ
で
も
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

「
国
」
の
構
成
全
体
を
理
念
と
し
て
語
る
時
、
『
商
著
書
』
は
そ
れ
を
戦
い
且
つ
耕
す
者
と
し
て
の
農
、
物
資
を
調
達
す
る
者
と
し
て
の
商
、

そ
れ
ら
を
法
に
よ
っ
て
統
治
す
る
者
と
し
て
の
宮
の
三
者
に
よ
る
も
の
と
設
定
す
る
。
自
民
篇
に
、

　
　
　
利
一
孔
よ
り
出
れ
ば
剣
ち
国
事
多
く
、
十
孔
よ
り
出
れ
ば
射
ち
季
物
少
し
。
一
を
守
れ
ば
則
ち
治
ま
り
、
十
を
守
れ
ば
則
ち
携
る
。
治
ま
れ
ば
則
ち
強
、

　
　
乱
る
れ
ば
則
ち
弱
。
強
け
れ
ば
則
ち
物
来
り
、
弱
け
れ
ば
則
ち
物
去
る
。
数
に
圏
物
を
致
す
考
は
強
く
、
物
を
翻
る
者
は
弱
し
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
「
強
」
の
達
成
は
「
物
」
の
増
大
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
圧
倒
的
多
数
の
農
が
地
を
拓
き
物
資
を
生
産
す
る
の
に

対
し
、
商
は
国
の
内
外
か
ら
国
の
た
め
に
物
資
を
調
達
す
る
こ
と
を
そ
の
役
割
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
伝
統
的
分
業
観
念
は
既
に
発
展
的
に
解

消
さ
れ
て
お
り
、
民
は
「
六
戸
と
い
う
国
の
目
的
に
沿
っ
た
形
で
二
つ
に
類
型
化
さ
れ
、
機
能
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
「
国
」
に
つ
い
て
の
意
識
は
、
単
二
篇
に
見
え
る
以
下
の
記
述
に
お
い
て
、
よ
り
先
鋭
的
に
表
現
さ
れ
る
。

　
　
　
三
軍
、
壮
蚕
を
｝
軍
と
為
し
、
壮
女
を
一
軍
と
為
し
、
男
女
の
老
弱
者
を
一
軍
と
為
す
。
此
れ
を
之
れ
三
軍
と
謂
う
な
り
。
壮
男
の
軍
は
、
食
を
盛
り
兵

　
　
を
属
ぎ
、
陳
し
て
敵
を
待
た
し
む
。
壮
重
の
軍
は
、
食
を
盛
り
塁
を
負
い
、
汚
し
て
令
を
待
た
し
む
。
…
…
老
弱
の
軍
は
、
牛
・
馬
・
羊
・
薦
を
麗
し
、
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
水
の
食
う
可
き
は
収
め
て
之
を
食
と
し
、
以
て
其
の
壮
男
女
の
食
を
獲
さ
し
む
。

　
こ
こ
で
は
、
守
戦
と
い
う
特
定
の
状
況
下
で
あ
る
が
、
三
軍
に
対
し
て
特
異
な
定
義
が
な
さ
れ
、
社
会
の
全
構
成
員
に
よ
る
軍
が
成
り
立
つ

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
こ
こ
で
、
食
料
調
達
の
役
割
が
一
軍
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
の
全
構
成
員

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
軍
は
、
戦
闘
員
た
る
壮
蚕
・
二
軍
、
物
資
調
達
員
た
る
老
弱
軍
、
そ
し
て
そ
の
上
に
あ
っ
て
三
軍
を
編
成
・
統
括
す
る

者
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
要
素
は
、
国
全
体
を
見
た
場
合
の
三
官
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
の

で
あ
っ
た
。

　
守
戦
と
は
、
こ
の
場
合
城
郭
都
市
を
単
位
と
す
る
防
衛
戦
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
都
市
の
全
力
を
集
中
す
べ
き
非
常
事
態
で
あ
る
と
同

時
に
、
本
章
冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
な
不
断
の
戦
闘
と
い
う
現
実
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
恒
常
性
を
持
つ
切
実
な
課
題
で
あ
っ
て
、
そ

こ
で
は
都
市
の
全
住
民
は
都
市
防
衛
の
目
的
の
も
と
に
軍
事
的
に
編
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
翻
っ
て
『
商
君
書
』
の
「
国
」
を
見
れ
ば
、

そ
れ
は
民
の
至
要
農
↓
戦
と
い
う
過
程
に
基
づ
い
て
「
萱
」
と
な
り
「
強
」
か
ら
「
王
」
に
至
る
と
い
う
国
家
的
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
平
時
の
国
づ
く
り
が
戦
時
に
直
結
し
、
且
つ
国
の
拡
大
の
た
め
の
不
断
の
戦
闘
が
前
提
と
さ
れ
る
国
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
そ
の

国
は
、
恒
常
的
な
戦
闘
へ
の
対
応
を
最
優
先
的
機
能
と
す
る
、
軍
事
的
編
成
の
国
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
国
と
軍
は
理
念
的
に
も
構
造

的
に
も
、
、
統
一
的
に
把
握
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
四
）
君
臣
関
係
の
特
質

　
本
章
の
最
後
に
、
『
商
君
書
』
の
君
主
論
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
修
権
篇
に
、

　
　
　
国
の
治
ま
る
所
以
は
三
、
一
に
曰
く
法
、
二
に
曰
く
信
、
三
に
曰
く
権
。
法
は
君
臣
の
共
に
操
る
所
な
り
。
信
は
君
臣
の
共
に
立
つ
る
所
な
り
。
権
は
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
の
独
り
制
す
る
所
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
『
商
君
書
』
中
に
は
君
主
権
の
優
越
性
に
関
す
る
意
識
を
見
出
せ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
見
え
る
君
主
は
、
所
謂
法
術
思
想
に
r

見
ら
れ
る
よ
う
な
臣
下
統
御
術
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。
『
韓
非
子
』
難
三
篇
で
は
、
群
臣
統
御
の
た
め
の
術
と
百
姓
支
配
の
た
め
の
法
が
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

別
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
商
君
書
』
で
は
そ
の
よ
う
な
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
凡
そ
人
臣
の
君
に
事
る
や
、
多
く
主
の
好
む
所
を
以
て
君
に
思
う
。
骨
法
を
好
め
ば
則
ち
臣
は
法
を
以
て
君
に
事
え
、
君
言
を
好
め
ば
則
ち
臣
は
言
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
て
君
に
事
う
。
霜
法
を
好
め
ば
則
ち
端
直
の
士
前
に
在
り
。
君
醤
を
好
め
ば
則
ち
殿
誉
の
叢
雨
に
在
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
修
権
第
十
四
）

　
君
主
は
、
『
韓
非
子
』
が
言
う
術
の
よ
う
に
は
そ
の
望
む
所
を
胸
中
に
秘
す
べ
き
で
は
な
い
。
臣
下
と
は
君
主
の
好
む
所
に
集
ま
る
も
の
で

あ
り
、
君
主
が
そ
の
価
値
意
識
を
法
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
優
れ
た
人
物
を
周
り
に
集
め
る
こ
と
さ
え
可
能
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
先
に
述
べ
た
「
国
」
に
対
し
て
の
意
識
と
直
結
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
『
商
君
書
』
の
世
界
に
お
い
て
は
、

民
は
農
・
戦
に
よ
っ
て
の
み
官
・
爵
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
農
戦
に
集
中
す
る
罠
の
気
風
を
作
る
も
の
が
法
で
あ
っ
た
。
国
と
民
は
利
の
通
過

す
る
「
萱
孔
」
に
よ
っ
て
結
び
付
い
て
い
た
が
、
利
と
は
富
・
爵
の
こ
と
な
の
で
、
そ
の
孔
は
民
が
宮
に
向
っ
て
上
昇
し
て
ゆ
く
通
路
で
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
そ
の
孔
を
昇
っ
て
ゆ
け
る
の
は
、
僕
1
1
農
↓
戦
と
い
う
過
程
を
経
た
民
だ
け
な
の
で
あ
り
、
修
権
篇
の
「
下
直
の

士
」
は
そ
の
よ
う
な
民
か
ら
上
昇
し
て
き
た
人
々
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
君
主
は
法
を
好
み
、
官
は
そ
れ
に
従
っ
て
法
令
を
下
し
、
民
は
法

に
よ
っ
て
俗
を
成
し
功
を
あ
げ
て
官
に
上
昇
し
て
ゆ
く
。
『
忌
門
書
』
の
「
国
」
に
お
け
る
価
値
意
識
の
統
合
は
、
君
臣
関
係
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
も
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
①
羅
根
沢
前
掲
論
文
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
菖
人
農
、
一
人
居
者
王
。
十
人
農
、
一
人
居
者
強
。
半
農
半
居
者
危
。
…
…
凡
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治
国
者
、
患
民
之
散
書
不
可
揮
也
。
是
以
聖
人
書
籍
簿
之
也
。
国
作
壼
一
歳
四
十

　
歳
強
。
作
業
十
歳
者
百
歳
強
。
作
壼
百
歳
者
千
歳
強
、
千
歳
強
者
王
。

③
　
王
者
寒
九
賞
一
、
強
罵
刑
七
賞
三
、
弱
国
刑
五
畿
五
。
国
作
萱
一
歳
十
歳
強
。

　
作
壼
十
歳
百
歳
強
。
作
壷
百
歳
千
歳
強
、
千
歳
強
者
王
。

④
　
隅
．
商
別
書
錐
指
』
所
引
の
重
書
説
に
従
い
改
め
た
。

⑤
　
凡
人
主
之
所
以
薬
禍
者
、
官
爵
也
。
国
之
所
以
興
者
調
整
也
。
今
民
求
官
爵
皆

　
不
以
縫
戦
而
以
巧
雷
虚
道
。
此
謂
労
斑
。
愚
民
者
其
国
必
無
力
。
無
力
全
景
国
必

　
削
。
善
為
国
老
、
其
教
民
也
、
皆
作
堂
即
題
官
爵
。
雪
嶺
雰
疾
農
力
戦
不
官
無
爵
。

　
国
去
言
則
民
撲
。
民
撲
則
不
淫
。
民
見
上
利
之
鶴
町
孔
出
也
、
則
作
壼
。
作
壼
刷

　
民
不
楡
営
。
民
不
楡
営
則
多
力
。
多
力
則
滋
強
。

⑥
導
出
一
空
者
、
報
国
無
敵
。
利
出
二
空
者
、
其
国
半
利
。
利
娼
十
空
者
、
四
国

　
不
守
。

⑦
　
弁
慧
、
乱
費
賛
也
。
礼
楽
、
淫
扶
之
徴
也
。
慈
仁
、
過
之
母
也
。
任
挙
、
姦
之

　
鼠
也
。
…
…
八
者
有
群
、
民
勝
其
政
、
国
無
八
者
、
政
勝
其
民
。
民
勝
其
儀
、
国

　
弱
。
政
勝
其
民
、
興
趣
。
故
領
有
八
者
、
上
無
以
使
守
戦
、
必
削
潮
上
。
国
無
八

　
者
、
上
有
以
使
守
戦
、
必
興
至
玉
。

⑧
　
罠
弱
国
強
、
国
世
話
弱
。
故
有
道
之
鳶
職
在
弱
民
。

⑨
　
罠
之
外
事
莫
四
書
戦
、
口
軽
法
器
可
聴
使
之
。
…
…
罠
之
内
事
莫
苦
於
農
、
故

　
軽
治
不
可
帰
山
之
。
…
…
故
識
別
音
、
隅
一
里
帰
於
兵
、
市
無
尽
帰
於
農
。
辺
利

　
帰
於
兵
者
強
、
市
利
帰
於
農
者
窟
。
故
出
戦
而
強
、
入
休
而
冨
者
、
王
也
。

⑩
　
聖
人
之
為
国
也
、
査
賞
、
壷
刑
、
壷
教
。
壷
賞
則
兵
無
敵
、
壼
刑
劉
令
行
、
壼

　
教
強
襲
聴
上
。
夫
翫
賞
不
霊
、
明
刑
不
獄
、
明
主
不
変
。
而
畏
知
於
民
務
、
国
無

　
異
俗
。
明
器
屋
舎
至
思
差
賞
也
．
減
刑
之
猶
至
於
無
難
也
。
明
教
之
猶
至
於
無
教

　
也
。
…
…
殺
人
不
為
暴
、
賞
人
不
為
仁
者
、
国
法
明
也
。
…
…
璽
人
治
国
也
、
審

　
壼
而
已
　
。

⑪
　
章
善
則
過
灘
、
任
秀
色
罪
謙
。
過
匿
土
民
勝
法
、
罪
訣
則
法
勝
民
。
民
勝
法
国

　
乱
、
法
勝
罠
兵
強
。
故
日
、
以
良
民
治
、
必
乱
至
削
。
以
姦
民
治
、
必
乾
鮭
強
。

＠
　
雷
電
古
之
明
露
、
錯
法
而
芸
無
邪
、
挙
事
而
材
自
練
、
賞
行
軍
兵
衛
。
此
三
者

　
治
之
本
葺
。
夫
錯
法
爺
罠
無
邪
意
、
法
明
植
民
利
之
也
。
挙
事
而
材
自
練
者
、
功

　
分
明
。
二
分
明
則
罠
尽
力
、
艮
尽
力
則
材
自
営
。
賞
行
而
兵
強
、
爵
禄
之
謂
也
。

　
爵
禄
者
兵
之
実
也
。
…
…
是
詳
明
悪
之
使
幕
臣
也
、
用
必
出
於
其
労
、
賞
必
加
於

　
其
功
。
功
賞
明
則
民
競
於
功
、
為
銀
爺
能
使
其
民
尽
力
三
徳
於
功
、
則
兵
必
四
夷
。

⑬
　
凡
戦
法
謡
本
於
政
、
勝
劉
糞
土
不
争
。
不
争
則
雪
颪
私
意
、
以
上
為
意
。
故
王

　
者
之
政
、
使
畏
怯
於
邑
闘
而
勇
於
竃
戦
。

⑭
　
凡
用
兵
勝
様
三
等
。
若
兵
具
起
則
筆
法
、
錆
法
而
俗
成
、
而
用
具
。
此
三
者
必

　
行
於
境
内
、
誤
配
兵
可
出
也
。

⑯
　
治
国
者
實
民
萱
。
民
壼
則
撲
、
引
出
農
、
農
蓬
田
勤
、
慨
則
富
。

⑭
　
私
利
塞
於
外
、
則
民
属
於
農
、
属
於
農
駅
路
。
撲
剤
畏
令
。
…
…
夫
畏
之
惜
、

　
撲
則
生
労
而
易
力
、
窮
則
生
知
而
権
利
。
易
力
則
軽
死
而
楽
用
、
権
利
則
畏
罰
而

　
易
苦
。
易
苦
質
地
力
尽
、
楽
用
出
兵
力
尽
。
夫
治
国
者
、
愚
挙
地
力
趣
致
民
死
者
、

　
名
暴
利
交
至
。

⑰
　
聖
人
知
治
国
之
要
、
故
島
民
帰
心
於
農
。
帰
心
於
農
則
民
撲
而
可
正
也
。
…
…

　
避
農
則
民
軽
其
居
。
軽
其
居
則
必
不
為
上
守
戦
也
。

⑯
園
治
、
断
家
王
、
断
官
強
、
離
農
弱
。
…
…
治
国
者
貴
下
断
、
故
以
十
里
馴
者

　
弱
、
以
五
里
断
者
強
。
家
断
念
有
絵
、
岩
狸
、
日
治
者
王
。
官
断
則
不
足
、
故
日
、

　
夜
治
者
強
。
判
断
則
乱
、
故
日
、
宿
治
者
削
。
故
有
道
譲
国
、
治
不
聴
君
、
民
不

　
従
官
。

⑲
凡
戦
者
民
之
所
悪
也
。
能
使
罠
楽
戦
諸
王
。
強
国
之
民
、
父
遺
其
子
、
兄
遣
其

　
弟
、
妻
遺
其
失
、
皆
日
、
不
得
無
難
。
又
日
、
失
当
離
令
、
若
死
我
死
。
郷
治
之
、

　
行
間
無
所
逃
、
遷
彼
無
選
入
。
行
間
之
治
、
連
以
五
、
弁
之
以
章
、
東
之
樹
令
、

　
拙
無
所
処
、
罷
無
所
生
。
是
以
三
軍
壮
士
、
上
灘
電
流
、
死
而
不
旋
踵
。

⑳
中
田
薫
前
掲
論
考
に
詳
し
い
。
ま
た
近
年
の
も
の
と
し
て
、
浅
野
裕
｝
「
秦
帝

　
園
の
法
治
主
義
一
皇
帝
と
法
術
一
」
（
『
島
根
穴
学
教
育
学
部
紀
要
』
人
文
・

　
社
会
一
六
、
｝
九
八
三
）
の
商
軟
の
項
が
あ
る
。
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⑳
　
農
商
官
三
者
、
国
之
常
銀
髪
。

＠
　
鍛
工
生
必
削
。
農
少
商
多
、
貴
人
隔
離
貧
農
貧
、
三
官
貧
必
削
。

⑳
　
原
文
は
「
常
食
官
」
と
あ
る
が
、
愈
越
の
説
に
従
い
食
は
術
字
と
と
っ
た
。

⑳
　
農
商
官
三
者
、
国
之
常
風
早
。
農
臨
地
、
商
出
物
、
官
法
民
。
三
宜
生
馴
六
。

　
日
歳
、
臼
食
、
日
美
、
日
好
、
日
志
、
日
盛
。
…
…
六
転
成
俗
、
兵
必
大
敗
。

⑳
　
好
並
隆
司
前
掲
著
醤
二
冷
夏
～
日
歯
八
頁
。

⑯
　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
宮
軟
阿
市
定
「
賢
の
起
源
に
つ
い
て
」
（
『
宮
崎
市
定
全
集
5

　
史
記
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
所
収
、
一
九
四
〇
初
出
）
は
本
章
注
②
文
中
の
「
居
」

　
宇
を
商
賢
の
意
に
取
り
「
あ
き
な
う
」
と
読
ん
で
、
　
「
学
者
や
技
芸
は
百
害
あ
っ

　
て
｝
利
な
き
も
の
な
る
が
、
商
費
は
或
程
度
迄
必
要
な
る
を
認
め
た
の
で
、
ロ
ハ
そ

　
の
農
罵
に
瑚
す
る
割
分
が
、
百
分
の
一
乃
至
十
分
の
一
に
止
ま
る
古
き
こ
と
を
説

　
い
た
も
の
」
と
す
る
。
ま
た
岡
本
光
生
「
『
墨
子
』
に
お
け
る
『
財
』
の
交
換
」

　
（
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
九
、
…
九
九
二
）
で
も
、
『
商
楽
書
』
等
の
検
討
か
ら

　
「
搾
商
政
策
を
採
る
、
あ
る
い
は
重
農
政
策
を
採
る
学
派
に
お
い
て
も
、
「
商
」

　
の
存
在
は
當
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
機
能
は
社
脅
に
と
っ
て

　
必
須
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。

⑳
　
松
木
属
雄
「
四
畏
不
雑
処
考
」
上
・
下
（
『
集
刊
東
洋
学
嚇
三
三
・
三
五
、
　
一

　
九
七
五
・
一
九
七
穴
）
、
渡
辺
僧
一
郎
「
筍
子
の
羅
家
論
」
（
『
史
林
』
六
六
…
一

　
一
九
八
三
）
。

⑱
　
導
出
一
脚
韻
国
貰
物
、
出
十
孔
則
国
縫
物
。
守
一
則
治
、
守
変
則
乱
。
治
剰
強
、

　
乱
泣
面
。
強
磁
物
来
、
弱
則
物
去
。
故
国
致
物
者
強
、
去
物
者
弱
。

⑳
　
三
軍
、
壮
男
為
一
軍
、
壮
女
為
　
軍
、
男
女
之
老
弱
為
一
軍
。
此
之
謂
三
軍
也
。

　
壮
蓮
田
軍
、
使
二
食
腐
兵
、
畑
瀬
待
敵
。
海
女
之
軍
、
使
盛
食
負
璽
、
陳
而
命
令
。

　
…
…
老
弱
之
軍
、
使
牧
牛
馬
菖
蒲
、
草
水
之
可
食
者
収
而
仲
之
、
以
獲
其
壮
男
壮

　
女
之
食
。

⑳
　
国
之
所
以
治
者
三
、
一
日
法
、
二
日
信
、
三
日
権
。
法
者
翼
匿
此
所
共
操
也
。

　
信
者
君
臣
之
定
宿
立
也
。
権
者
君
之
所
独
制
也
。

⑳
　
人
主
之
大
物
、
非
法
則
術
也
。
法
者
編
著
製
図
籍
、
設
之
於
官
府
、
而
瓦
之
於

　
百
姓
者
也
。
術
者
蔵
之
於
胸
中
、
以
偶
衆
端
、
而
潜
蟄
群
臣
者
也
。
故
法
莫
如
顕
、

　
而
術
不
義
見
。

⑫
　
凡
人
臣
之
事
君
也
、
多
以
主
所
好
事
震
。
君
好
法
則
臣
以
法
事
零
、
君
曲
言
則

　
臣
以
言
事
君
。
鷺
好
法
則
端
直
之
士
在
前
。
煮
好
言
託
殿
誉
之
臣
碧
落
。
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四
戦
國
期
の
「
学
」
と
『
商
君
書
』
の
位
置

（剛

j
　
戦
国
兵
学
と
『
商
君
書
』

　
　
「
国
」
と
「
軍
」
を
理
念
的
・
構
造
的
に
一
致
さ
せ
た
『
商
君
書
』
の
思
想
構
造
は
、
戦
國
期
の
思
想
界
に
お
い
て
孤
立
し
た
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
『
尊
君
書
』
に
お
い
て
は
「
国
」
と
は
、
恒
常
的
戦
闘
下
の
軍
事
行
動
に
よ
っ
て
自
己
の
保
全
・
拡
大
を
行
な
う
シ
ス
テ
ム

で
あ
っ
た
が
、
戦
国
期
に
は
、
『
商
索
書
』
と
同
質
の
課
題
意
識
を
有
し
つ
つ
も
そ
の
よ
う
な
課
題
を
主
に
戦
闘
技
術
論
と
し
て
よ
り
突
き
詰

め
た
一
連
の
書
物
が
成
立
し
て
い
る
。
『
商
量
書
』
は
軍
事
に
対
す
る
様
友
な
思
索
の
一
展
開
形
態
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
で
は
、
『
孫



『商君書』の歴史的位置（柴田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

子
』
『
尉
三
子
』
を
素
材
と
し
て
、
そ
れ
ら
兵
書
と
『
商
玉
書
』
の
関
連
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ま
ず
、
戦
国
初
期
に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
『
孫
子
』
に
つ
い
て
見
よ
う
。
計
篇
は
『
孫
子
』
全
体
の
冒
頭
に
あ
り
、
兵
事
を
計
る
際
の
五

つ
の
原
瑚
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
が
「
道
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
道
」
は
「
民
を
し
て
上
と
意
を
同
じ
う
し
、
こ
れ
と
死
す
べ
く

こ
れ
と
築
く
べ
く
し
て
、
危
う
き
を
畏
れ
ざ
ら
し
む
る
な
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
闘
の
前
段
階
に
お
け
る
民
の
教
化
を
意
味
す

る
。
形
篇
に
「
善
く
兵
を
用
る
者
は
道
を
修
め
て
法
を
保
つ
」
と
い
い
、
行
軍
篇
で
は
「
掃
墨
よ
り
行
わ
れ
て
、
以
て
其
の
民
を
教
う
れ
ば
則

ち
民
服
す
。
…
…
令
の
素
よ
り
信
な
る
者
は
衆
と
相
い
得
る
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
平
時
の
法
令
の
浸
透
は
軍
事
集
団
内
で
の
命
令
の
遂
行

に
関
係
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
謀
攻
篇
で
は
「
上
下
の
欲
を
同
じ
う
す
る
者
は
勝
つ
」
と
い
い
、
軍
団
全
体
が
共
通
の
課
題
に
集
中
す

る
こ
と
が
勝
利
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
言
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
あ
る
べ
き
軍
の
有
様
は
二
」
と
表
現
さ
れ
る
。
軍
争
篇
で
は
「
上
れ
金

鼓
・
族
旗
な
る
者
は
人
の
耳
目
を
一
に
す
る
所
以
な
り
。
人
馴
に
専
一
な
れ
ば
則
ち
勇
者
も
独
り
進
む
こ
と
を
得
ず
、
怯
者
も
独
り
退
く
こ
と

を
得
ず
」
と
し
、
九
地
篇
で
は
「
勇
を
斉
え
て
一
の
若
く
す
る
は
政
の
道
な
り
」
と
す
る
。
『
孫
子
』
兵
学
の
基
調
は
、
平
時
に
お
い
て
の
民

の
教
化
と
そ
れ
と
不
可
分
な
戦
時
で
の
軍
事
集
団
内
の
意
識
の
統
合
を
基
本
理
念
と
す
る
、
上
下
一
将
兵
一
体
論
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
構
想
は
、
そ
の
基
本
構
造
に
お
い
て
『
商
分
書
』
と
共
通
性
を
持
つ
。
即
ち
上
は
下
に
対
し
法
令
を
加
え
、
民
を
制
御
し
よ
う

と
す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
「
欲
」
を
上
下
で
共
有
し
「
専
一
」
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
ま
た
直
接
的
な
戦
闘
だ
け
で
な
く
、

軍
争
篇
に
み
え
る
よ
う
に
、
輻
重
部
隊
に
よ
る
物
資
供
給
へ
も
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
但
し
、
当
然
な
が
ら
両
者
の
思
想
構
造
は
全
面
的
に
一
致
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
『
孫
子
』
の
内
容
は
軍
事
集
団
内
の
事
に
限
定
さ
れ
る

傾
向
が
強
く
、
『
商
直
書
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
耕
戦
体
制
に
つ
い
て
は
殆
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
軍
の
背
景
と
し
て
の
国

は
、
極
め
て
抽
象
的
に
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
次
に
、
戦
国
中
期
の
成
立
と
み
ら
れ
る
『
尉
粟
子
』
を
検
討
し
よ
う
。
『
尉
黒
子
』
に
示
さ
れ
る
強
兵
論
も
、
兵
令
上
篇
に
「
専
一
な
れ
ば

則
ち
勝
つ
」
と
あ
り
、
ま
た
し
ば
し
ば
法
令
徹
底
の
重
要
性
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
軍
事
集
団
内
の
統
合
が
重
視
さ
れ
る
将
兵
賢
上
下
一
体
論
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と
言
え
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
「
国
」
の
在
り
方
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
よ
り
具
体
的
で
あ
る
。
制
談
篇
で
は
「
吾
が
号
令
を
修
め
、
吾
が

賞
罰
を
明
ら
か
に
し
、
天
下
を
し
て
農
に
非
ざ
れ
ば
食
を
得
る
面
容
か
ら
し
め
、
戦
に
非
ざ
れ
ば
爵
を
得
る
所
無
か
ら
し
め
、
民
を
し
て
麿
を

挙
げ
て
争
い
て
農
戦
に
出
し
む
れ
ば
、
而
し
て
天
下
無
敵
」
と
さ
れ
、
民
を
法
令
と
賞
罰
に
よ
っ
て
農
戦
に
集
中
さ
せ
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ

る
。
強
国
の
前
提
は
民
の
農
戦
へ
の
統
一
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
社
会
全
体
の
構
成
が
述
べ
ら
れ
る
際
に
は
、

　
　
…
…
故
に
兵
は
、
撹
乱
を
謙
し
不
義
を
禁
ず
る
所
以
な
り
。
兵
の
加
る
所
は
、
農
は
其
の
田
業
を
離
れ
ず
、
質
は
其
の
騨
宅
を
離
れ
ず
、
士
大
夫
は
其
の

　
　
　
　
　
　
④

　
　
官
府
を
離
れ
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
尉
逆
子
』
武
血
管
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
　
…
…
是
れ
農
は
田
業
を
離
れ
ざ
る
無
く
、
蟹
は
野
離
を
離
れ
ざ
る
無
く
、
士
大
夫
は
官
府
を
離
れ
ざ
る
無
し
。
　
　
　
　
　
　
（
『
尉
糠
子
』
学
理
篇
）

と
あ
る
よ
う
に
、
農
・
質
・
士
大
夫
の
三
老
が
設
定
さ
れ
、
ま
た
質
の
主
要
な
活
動
の
場
た
る
「
市
」
は
武
議
篇
で
は
「
夫
れ
出
て
戦
う
に
足

ら
ず
、
入
り
て
守
る
に
足
ら
ざ
る
者
は
、
之
を
治
る
に
市
を
以
て
す
。
市
は
以
て
守
戦
に
給
す
る
所
な
り
。
万
乗
は
千
乗
の
助
無
け
れ
ば
必
ず

百
乗
の
市
有
り
」
と
さ
れ
、
物
資
供
給
の
場
と
し
て
軍
事
的
な
意
味
を
も
っ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
に
見
え
る
『
尉
糠
子
』
の
強
国
に

対
す
る
考
え
方
の
基
本
構
造
は
、
『
商
寄
書
』
の
そ
れ
に
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
『
尉
馬
子
』
は
そ
の
論
述
の
中
で
魏
を
強
く
意
識
し
て

お
り
、
三
晋
地
域
の
思
想
状
況
を
反
映
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
商
言
書
』
の
思
惟
構
造
と
三
蓋
地
域
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の

と
も
言
い
得
よ
う
。

－
以
上
よ
り
『
商
雲
書
』
が
戦
国
兵
学
の
一
傾
向
と
思
想
的
類
縁
性
を
持
つ
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
両
考
の
視
点
に
は
明
ら
か
な

差
異
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
が
せ
な
い
。
即
ち
、
『
孫
子
』
『
尉
糠
子
』
が
国
を
背
景
と
し
な
が
ら
も
あ
く
ま
で
も
考
察
の
主
眼
を
軍
事
集
団
に
置

い
て
い
る
の
に
対
し
、
『
商
信
書
』
は
国
全
体
を
軍
事
集
団
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
両
者
に
お
け
る
君
主
と
将
軍
の
性

格
の
違
い
は
興
味
深
い
。
『
孫
子
』
謀
攻
篇
は
、
「
君
の
軍
に
愚
う
所
以
の
者
」
と
し
て
、
「
軍
の
以
て
進
む
可
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
し
て
之
に

進
め
と
言
い
、
軍
の
以
て
退
く
可
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
し
て
之
に
退
け
と
言
う
」
「
三
軍
の
事
を
知
ら
ず
し
て
三
軍
の
政
を
同
に
す
」
「
三
軍
の

権
を
知
ら
ず
し
て
三
軍
の
任
を
同
に
す
」
の
三
点
を
挙
げ
、
「
将
能
に
し
て
零
御
せ
ざ
る
も
の
は
勝
つ
」
と
い
う
。
将
軍
は
、
軍
事
集
団
内
の
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こ
と
に
関
し
て
は
君
主
の
命
か
ら
す
ら
も
独
立
し
て
い
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
っ
た
。
『
尉
亡
子
』
兵
談
篇
で
は
「
将
た
る
者
は
、
上
は
天
に
制
さ

れ
ず
、
下
は
地
に
制
さ
れ
ず
、
中
は
人
に
湖
さ
れ
ず
」
と
し
て
、
将
軍
の
大
権
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
大
権
を
有
す
る
将
軍
は
、

『
孫
子
』
計
篇
に
「
将
は
知
信
仁
勇
巌
」
と
あ
る
よ
う
に
全
人
格
的
な
優
越
性
を
要
求
さ
れ
た
。
し
か
し
『
商
慰
書
』
で
は
戦
法
篇
に
、

　
　
王
者
の
兵
、
勝
ち
て
驕
ら
ず
、
敗
れ
て
怨
ま
ず
、
勝
ち
て
驕
ら
ざ
る
は
、
術
明
か
な
れ
ば
な
り
。
敗
れ
て
怨
ま
ざ
る
は
、
失
う
所
を
知
れ
ば
な
り
。
若
し

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
兵
弱
く
敵
強
け
れ
ば
、
聖
賢
な
れ
ば
則
ち
勝
ち
、
将
如
か
ざ
れ
ば
則
ち
敗
る
。
若
し
其
の
政
、
廟
算
よ
り
出
る
者
は
、
聖
賢
な
る
も
亦
勝
ち
、
将
如
か
ざ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
も
亦
勝
つ
。
政
久
し
く
勝
術
を
持
す
る
者
は
、
必
ず
強
く
し
て
王
に
至
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
あ
る
よ
う
に
、
将
軍
は
必
ず
し
も
優
れ
た
人
物
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
修
骨
壷
に
「
権
」
を
君
主
一
人
が
有
す
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

至
る
所
で
君
主
に
対
し
て
「
聖
人
」
「
明
愚
」
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
兵
学
の
世
界
に
お
い
て
将
軍
に
属
し
て
い
た
諸
要

素
は
、
『
商
聖
書
』
の
内
部
で
は
君
主
個
人
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
国
と
軍
が
理
念
的
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
の
論
理
的
帰
結
で

あ
り
、
軍
事
的
優
劣
を
「
国
」
造
り
の
延
長
上
に
見
る
『
商
港
書
』
の
基
本
的
発
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
春
秋
～
戦
国
期
の
膨
大
な
戦
闘
体
験
の
中
で
鍛
え
ら
れ
て
き
た
兵
学
の
軍
事
集
団
内
的
秩
序
構
想
を
、
「
国
」

全
体
の
レ
ベ
ル
に
転
用
し
た
も
の
が
『
商
情
書
』
の
国
家
意
識
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
恒
常
的
戦
闘
と
い
う
現
実
認
識

か
ら
出
発
す
る
国
家
構
想
に
お
い
て
は
、
軍
事
の
学
を
そ
の
モ
デ
ル
と
す
る
の
は
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
『
史
記
』
秦
本
紀
に
商

君
が
魏
を
伐
っ
た
記
事
が
見
え
、
『
筍
子
』
二
心
篇
の
「
世
俗
の
所
謂
善
く
兵
を
用
る
者
」
の
一
人
に
衛
鞍
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
商

鞍
に
優
れ
た
兵
法
家
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
当
時
一
般
的
な
認
識
で
あ
っ
た
。
『
商
君
書
』
の
歴
史
的
位
置
は
、
戦
国
期
に
勃
興
し
た
軍

事
論
1
1
兵
学
の
流
れ
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
戦
国
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
将
兵
一
上
下
一
体
論
と
し
て
展
開
し
た
兵
学
の

一
系
統
は
、
徐
々
に
そ
の
背
景
と
し
て
の
国
へ
の
関
心
を
強
め
、
戦
国
後
期
に
至
っ
て
門
国
」
全
体
の
在
り
方
を
示
す
霜
民
翻
上
下
「
萱
」
体

論
と
し
て
新
た
な
展
開
を
示
す
。
そ
し
て
そ
の
展
開
過
程
に
お
い
て
は
、
適
用
領
域
の
差
こ
そ
あ
れ
、
共
通
の
規
範
に
基
づ
く
全
構
成
員
の
意

識
の
統
合
に
よ
る
「
強
」
の
達
成
と
い
う
思
考
様
式
が
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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地
域
性
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
け
ぼ
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
国
三
晋
地
域
は
都
市
の
感
喜
的
独
立
性
が
強
く
、
都
市
を
単
位

と
す
る
長
期
籠
城
戦
を
基
本
的
戦
闘
様
式
と
し
て
い
た
。
ま
た
斉
・
秦
等
周
辺
地
域
に
比
し
て
三
晋
に
そ
の
よ
う
な
都
市
が
密
集
し
て
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
『
商
若
書
』
の
国
け
軍
の
構
想
は
、
耕
戦
体
制
の
中
に
末
業
者
一
商
工
民
を
も
取
り
込
ん
だ
、
都
市
の
魚

油
成
員
を
結
集
し
た
戦
闘
を
よ
り
多
く
必
要
と
し
た
地
域
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
都
市
群
の
「
国
」
と
し
て
の
統
合
を
よ
り
強
く
要
請
し
た
地

域
に
こ
そ
、
よ
り
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
。
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（
二
）
　
戦
国
社
会
の
中
で
の
兵
学
と
『
商
君
書
』

　
そ
れ
で
は
、
兵
学
か
ら
『
商
君
書
』
に
繋
が
る
学
の
流
れ
は
、
戦
国
期
の
学
術
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。　

『
漢
書
』
藝
文
志
兵
書
略
に
よ
れ
ば
、
漢
初
に
は
お
よ
そ
百
八
十
二
家
の
兵
書
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
取
捨
選
択
さ
れ
て
三
十
五
家
に
整
理
さ

れ
た
と
い
う
。
後
世
の
一
般
的
分
類
と
異
な
り
、
兵
書
が
諸
子
の
書
か
ら
独
立
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
に
至
る
迄
の
兵
学
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

在
感
の
大
き
さ
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
兵
学
は
、
戦
国
期
に
は
既
に
広
く
普
及
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
境
内
の
民
皆
兵
を
言
い
、
孫
・
呉
の
書
を
蔵
す
る
者
は
、
家
ご
と
に
之
れ
有
り
。
而
し
て
兵
愈
弱
し
。
戦
を
謂
う
者
多
く
し
て
、
甲
を
被
る
者
少
な
け
れ

　
　
　
　
⑬

　
　
ぱ
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
韓
非
子
』
五
黄
篇
）

　
　
　
訳
無
少
ぎ
時
自
り
兵
法
を
学
び
、
兵
事
を
言
い
、
以
へ
ら
く
天
下
、
能
く
当
る
も
の
莫
し
と
。
嘗
て
其
の
父
奢
と
兵
事
を
言
い
、
奢
難
ず
る
能
わ
ず
。
然

　
　
れ
ど
も
善
と
雷
わ
ず
。
括
の
擬
態
に
其
の
故
を
問
う
。
奢
曰
く
、
兵
は
死
地
な
り
。
搾
る
に
括
は
易
く
之
を
言
う
。
趙
を
し
て
括
を
将
た
ら
ざ
ら
し
め
ば
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
ち
盗
む
。
若
し
必
ず
之
を
将
と
せ
ば
、
趙
軍
を
破
る
者
は
必
ず
括
な
り
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
史
記
』
廉
頗
血
相
如
列
伝
）

　
こ
れ
ら
は
、
戦
国
期
に
お
け
る
兵
学
の
一
般
化
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
兵
法
の
書
を
学
ぶ
こ
と
は
戦
国
期
の
人
士
に
と
っ
て
特
殊
な
こ

と
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
諸
侯
が
「
客
」
を
採
用
す
る
際
に
も
一
つ
の
条
件
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『
史
記
』
魏
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公
子
列
伝
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
公
子
五
国
の
兵
を
率
い
て
秦
軍
を
河
外
に
破
る
。
…
…
是
の
時
に
当
り
、
公
子
の
威
天
下
に
振
い
、
諸
侯
の
客
、
兵
法
を
進
む
る
に
、
公
子
も
て
砦
之
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
名
づ
く
。
故
に
世
俗
、
魏
公
子
兵
法
と
称
す
。

　
こ
こ
で
は
、
兵
法
の
有
す
る
権
威
が
魏
公
子
の
軍
事
的
業
績
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
有
様
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う

な
兵
法
を
必
要
と
し
た
の
が
「
諸
侯
の
客
」
だ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
『
史
記
』
の
戦
国
時
代
人
の
列
伝
を
見
る
と
、
兵
法
を
以
て
登
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

た
人
物
の
例
が
散
見
さ
れ
、
戦
国
期
の
政
治
へ
の
参
与
を
志
す
人
々
の
軍
事
的
知
識
へ
の
関
心
の
高
さ
が
窺
え
る
。
戦
国
期
の
儒
家
文
献
を
見

る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
　
孟
子
曰
く
、
有
人
曰
く
、
我
善
く
陣
を
為
し
、
我
善
く
戦
を
為
す
と
。
大
罪
な
り
。
国
君
仁
を
望
め
ば
、
天
下
無
敵
。
　
　
（
『
孟
子
』
心
心
章
句
下
）

　
　
　
城
郭
完
せ
ず
、
兵
甲
多
か
ら
ざ
る
は
、
国
の
災
に
非
ざ
る
な
り
。
田
野
辟
か
れ
ず
、
貨
財
聚
ま
ら
ざ
る
は
、
国
の
害
に
葬
ざ
る
な
り
。
上
露
無
く
、
下
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
無
け
れ
ば
、
賊
昆
興
り
、
喪
う
に
日
無
か
ら
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
孟
子
』
離
婁
章
句
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
　
…
…
故
に
仁
人
の
兵
、
存
る
所
の
者
は
神
ま
り
、
過
ぐ
る
所
の
者
は
化
し
、
時
雨
の
降
る
若
く
、
藁
菰
せ
ざ
る
莫
し
。
　
　
　
　
（
『
浮
子
』
丁
丁
篇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

等
と
あ
っ
て
、
戦
争
の
勝
敗
や
国
の
強
弱
に
人
格
至
上
主
義
的
な
解
釈
が
加
え
ら
れ
、
戦
闘
技
術
論
1
1
兵
学
の
存
在
意
義
を
否
定
す
る
言
説
が

み
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
議
論
が
為
さ
れ
る
背
景
に
は
、
「
善
く
陣
を
為
し
」
「
善
く
戦
を
為
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
各
国
為
政
老
と
結
び
付
い

て
い
っ
た
多
く
の
人
士
の
存
在
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
論
駁
す
る
こ
と
が
戦
国
儒
家
に
と
っ
て
不
可
欠
の
課
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
そ
の
た
め
に
は
、
儒
者
に
も
兵
学
的
教
養
が
必
要
と
な
り
、
『
史
記
』
孔
子
世
家
に
孔
子
が
軍
旅
の
専
門
的
知
識
を
有
し
た
事
が

　
　
　
　
　
⑳

見
え
る
よ
う
に
、
「
兵
」
が
必
ず
し
も
否
定
的
に
の
み
扱
わ
れ
な
い
場
合
も
起
っ
て
く
る
。
楚
銀
製
の
こ
と
に
な
る
が
、
『
史
記
』
潅
陰
侯
列
伝

に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

　
　
　
成
安
書
、
儒
者
な
り
。
常
に
義
兵
を
称
し
詐
謀
奇
計
を
用
い
ず
。
日
く
、
古
れ
聞
く
、
兵
法
に
十
な
れ
ば
則
ち
之
を
囲
み
、
倍
す
れ
ば
動
ち
戦
う
と
。
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
韓
信
の
兵
数
万
と
号
す
る
も
、
其
の
実
数
千
に
過
ぎ
ず
。
…
…
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こ
こ
に
引
か
れ
た
「
兵
法
」
は
、
『
孫
子
』
謀
年
若
に
「
故
に
用
兵
の
法
、
十
な
れ
ば
躍
ち
之
を
囲
み
、
五
な
れ
ば
則
ち
之
を
攻
め
、
倍
す
れ

ば
則
ち
之
を
分
か
ち
、
敵
す
れ
ば
則
ち
之
と
戦
い
…
…
」
と
あ
る
の
に
対
応
し
て
い
る
。
「
詐
謀
奇
計
」
を
嫌
う
儒
者
に
と
っ
て
も
兵
学
は
、

自
ら
の
軍
事
的
行
動
を
正
当
化
し
得
る
知
識
と
し
て
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
漢
書
』
藝
文
志
を
見
る
と
、
兵
書
略
で
は
『
七
略
』
の
段

階
で
兵
書
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
を
省
い
た
こ
と
が
見
え
、
『
七
略
』
の
兵
書
が
示
す
範
囲
は
『
高
志
』
よ
り
広
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前

漢
期
ま
で
の
兵
学
は
、
諸
子
略
に
見
え
る
諸
子
と
も
少
な
か
ら
ぬ
重
な
り
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
『
墨
子
』
に
兵
書
に
類
す
る
一
連
の
著
作
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
や
、
　
『
老
子
』
が
兵
学
と
強
い
つ
な
が
り
を
持
つ
著
作
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

兵
学
的
教
養
は
一
般
に
兵
家
に
は
分
類
さ
れ
な
い
よ
う
な
諸
子
の
著
作
の
中
に
も
す
べ
り
こ
ん
で
い
る
。
い
わ
ば
兵
学
は
、
戦
国
の
「
士
」
の

基
礎
的
教
養
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
群
小
の
「
客
」
達
が
政
治
に
接
近
す
る
た
め
の
具
体
的
な
武
器
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た

各
国
為
政
者
に
と
っ
て
も
差
し
迫
っ
た
課
題
に
対
応
す
る
「
学
」
的
体
系
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
仁
君
書
』
の
思
想
構
造
は
こ
の
よ
う
な
兵
学
的
教
養
と
対
応
関
係
に
あ
っ
た
。
ま
た
『
商
達
書
』
は
君
主
へ
の
献
策
を
強
く
意
識
し
て
い

た
が
、
こ
れ
は
仕
官
の
た
め
の
武
器
と
い
う
兵
学
の
性
格
と
対
応
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
こ
と
は
両
者
が
依
っ
て
立
つ
社
会
的
基
盤

の
共
通
性
、
即
ち
作
成
・
流
布
の
担
い
手
の
共
通
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
社
会
的
基
盤
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
『
商
君
書
』
が
有
す
る
戦
国
思
想
界
に
対
し
て
の
一
種
独
特
の
認
識
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
戦
国
期
の
「
学
」

の
在
り
方
を
改
め
て
照
射
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
商
直
書
』
を
支
え
る
社
会
的
基
盤
の
歴
史
的
特
質
を
推
測
し
て
み
た
い
。

　
詩
・
書
・
礼
・
楽
・
善
・
修
・
仁
・
廉
・
辮
・
慧
、
国
に
十
者
有
れ
ば
、
上
守
戦
せ
し
む
る
無
し
。
国
十
老
を
以
て
治
れ
ば
、
敵
至
ら
ば
必
ず
渕
ら
れ
、

至
ら
ざ
れ
ば
必
ず
篇
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
叢
第
三
）

　
国
に
礼
有
り
、
楽
有
り
、
詩
有
り
、
書
有
り
、
善
漏
り
、
修
有
り
、
孝
有
り
、
弟
有
り
、
廉
有
り
、
辮
有
り
、
国
潜
勢
有
れ
ぽ
、
上
書
し
む
る
こ
と
無
く
、

必
ず
削
ら
れ
て
亡
ぼ
さ
る
に
至
る
。
鼠
三
者
無
け
れ
ば
、
上
戦
し
む
る
こ
と
有
り
て
、
必
ず
興
り
て
王
に
至
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
去
強
第
四
）

　
六
贔
、
曰
く
礼
楽
、
薄
く
詩
書
、
導
く
修
善
、
書
く
孝
弟
、
臼
く
誠
儒
、
日
く
貞
廉
、
温
く
仁
義
、
曰
く
義
兵
、
碧
く
董
戦
。
飼
十
二
者
有
れ
ば
、
上
農
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罰
せ
し
む
る
無
く
、
必
ず
貧
し
く
削
ら
る
に
至
る
。
十
二
者
塁
を
成
せ
ば
、
此
れ
霜
の
治
其
の
臣
に
勝
た
ず
、
官
の
治
英
の
民
に
勝
た
ず
と
謂
い
、
此
れ
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

轟
そ
の
政
に
勝
つ
と
謂
う
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
令
第
十
三
）

　
所
謂
教
を
壼
に
す
と
は
、
博
聞
・
辮
慧
・
信
廉
・
礼
楽
・
修
行
・
箪
党
・
任
誉
・
清
濁
以
て
富
貴
た
ら
し
む
可
か
ら
ず
、
以
て
刑
を
評
せ
し
む
べ
か
ら
ず
、

独
り
私
議
を
立
て
以
て
其
の
上
に
陳
べ
し
む
可
か
ら
ず
。
…
…
富
貴
の
門
、
要
は
戦
に
存
す
る
の
み
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
量
刑
第
十
七
）

『商君田』の歴史的位置（柴田）

　
以
上
の
史
料
で
は
、
農
・
戦
に
用
い
難
い
国
の
害
と
し
て
、
儒
家
的
徳
目
や
、
墨
家
の
主
張
を
連
想
さ
せ
る
も
の
、
遊
挾
の
生
活
信
条
や
行

動
様
式
に
類
す
る
も
の
等
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
特
定
の
学
派
集
団
を
意
識
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼

鄭
良
樹
氏
は
詩
書
・
礼
楽
・
仁
義
・
孝
弟
を
儒
者
に
、
非
兵
・
藻
戦
を
墨
家
に
、
辮
慧
を
縦
横
家
に
比
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
詩

・
書
は
儒
・
二
等
戦
国
末
の
学
者
に
は
共
通
の
知
識
と
し
て
広
く
流
布
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
し
、
兵
戦
を
非
と
す
る
の
も
、
『
荘
子
』
天
下

篇
に
宋
鉦
・
サ
文
が
「
攻
を
禁
じ
兵
を
寝
む
」
事
を
主
張
し
た
と
あ
る
よ
う
に
墨
家
に
限
定
さ
れ
る
説
と
は
言
え
な
い
。
辮
慧
に
至
っ
て
は
、

戦
国
期
の
「
客
」
の
一
般
的
生
態
と
漸
う
べ
き
も
の
で
あ
り
学
派
を
特
定
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
し
、
そ
も
そ
も
縦
横
家
は
戦
国
時
代
の
実
態

的
な
学
派
集
団
の
名
称
で
は
な
く
、
儒
家
・
墨
家
と
岡
列
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
農
上
篇
に
「
如
露
」
「
言
談
游

士
」
等
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
知
識
や
弁
舌
等
に
よ
っ
て
栄
達
を
謀
る
者
ど
も
の
特
徴
的
な
在
り
方
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
こ
こ
で
は
諸
学
は
、
学
統
・
学
派
と
し
て
で
な
く
存
在
形
態
の
レ
ベ
ル
で
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
異
学

を
見
る
こ
と
は
、
戦
国
諸
子
に
と
っ
て
決
し
て
一
般
的
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
戦
国
諸
子
に
と
っ
て
、
思
想
界
の
在
り
方
を
認
識
す
る
こ
と
は
自
ら
の
思
想
的
正
当
性
の
主
張
の
た
め
に
必
要
な
作
業
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
『
孟
子
』
は
縢
文
亀
章
句
上
で
「
天
下
の
言
、
楊
に
帰
せ
ざ
れ
ぱ
則
ち
墨
に
帰
す
」
と
い
い
、
孔
子
の
道
を
害
す
る
も
の
と
し
て
書
中
の

至
る
所
で
楊
・
墨
を
排
撃
す
る
。
『
墨
子
』
に
は
非
春
雲
が
あ
り
、
現
実
的
効
用
に
乏
し
い
学
と
し
て
孔
子
の
学
を
批
判
す
る
。
さ
ら
に
時
期

が
降
り
戦
国
も
後
期
の
『
葡
子
』
に
な
る
と
、
非
十
二
子
篇
の
よ
う
に
当
代
の
学
を
雲
斗
的
か
つ
序
列
的
に
把
擬
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ

れ
る
。
そ
こ
で
は
「
情
性
を
縦
に
す
」
る
も
の
か
ら
「
略
ぼ
先
王
に
法
る
」
も
の
ま
で
の
当
代
異
学
へ
の
段
階
的
な
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
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「
学
」
は
全
て
具
体
的
な
個
人
と
結
び
付
い
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
『
荘
子
』
天
下
篇
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
以
上
の

諸
例
で
は
い
ず
れ
も
、
具
体
的
な
学
派
や
思
想
傾
向
が
開
祖
と
お
ぼ
し
き
個
人
と
結
び
付
け
ら
れ
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。

　
『
商
君
書
』
の
異
学
認
識
は
、
こ
れ
ら
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
特
徴
を
有
す
る
。
そ
こ
で
は
「
学
」
に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
際
に
、
そ

の
担
い
手
の
固
有
名
詞
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
無
く
、
儒
・
墨
と
い
っ
た
、
諸
子
に
よ
っ
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
た
学
派
の
呼
称
も
現
わ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
。
ま
た
個
別
の
学
説
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
も
ご
く
断
片
的
に
し
か
無
く
、
諸
々
の
「
学
」
は
こ
こ
で
は
「
国
」
の
基
本
課
題
た
る
農
・
戦

に
反
す
る
も
の
と
し
て
、
為
政
者
の
視
点
か
ら
一
括
し
て
批
判
さ
れ
る
。
『
老
君
書
』
に
は
、
自
ら
が
あ
る
「
学
」
を
擁
し
て
い
る
と
い
う
自

覚
さ
え
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
為
政
者
と
同
一
化
し
た
立
場
を
有
し
た
、
「
学
」
批
判
の
学
な
の
で
あ
っ
た
。
『
孫
子
』

『
尉
糠
子
』
の
場
合
に
は
、
そ
の
視
野
が
軍
団
内
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
た
め
、
異
学
認
識
を
探
る
手
掛
り
は
少
な
い
が
、
儒
墨
等
学
派

集
団
の
呼
称
が
現
れ
ず
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
関
心
は
極
め
て
薄
く
、
『
商
君
書
』
と
同
様
の
傾
向
を
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
戦
國
兵
学
か
ら
『
商
議
書
』
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
「
学
」
は
、
儒
墨
心
学
の
よ
う
な
学
派
集
団
の
学
と
は
そ
の
存
立
基
盤
を
異
に

す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
仕
官
の
学
で
あ
り
、
特
定
学
派
集
団
へ
の
強
い
帰
属
意
識
や
明
確
な
政
治
的
主
張
を
有
し
て
い

な
い
一
般
人
士
に
も
共
有
さ
れ
た
教
養
体
系
と
し
て
理
解
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
儒
墨
に
代
表
さ
れ
る
学
派
集
団
が
、
系
統
的
に
そ
の
集
団
の

経
典
を
整
備
し
、
異
学
と
の
対
決
を
常
に
意
識
し
な
が
ら
、
学
派
的
勢
力
形
成
を
成
し
遂
げ
て
思
想
史
上
の
主
役
に
な
っ
て
ゆ
く
の
に
対
し
、

学
の
世
界
で
の
対
立
に
関
心
を
持
た
な
い
軍
事
の
学
は
、
作
成
者
集
団
を
越
え
て
普
及
し
、
個
鯛
学
派
の
勢
力
形
成
に
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
実
質
的
に
は
後
者
の
方
が
よ
り
幅
広
い
人
士
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
実
践
的
性
格
に
よ
っ
て
先
に
見
た
如
き
儒
家
等
も
含
め
た
戦
国

の
士
の
基
礎
的
教
養
と
な
り
、
言
説
・
行
動
の
指
針
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
の
過
程
で
、
軍
事
的
な
「
国
」
造
り
の
構
想
や
上
下
一
体
の

国
家
意
識
が
育
ま
れ
、
論
理
化
さ
れ
、
ひ
い
て
は
『
商
国
書
』
に
見
え
る
よ
う
な
「
国
」
造
り
の
構
想
に
結
実
す
る
に
至
っ
た
と
、
筆
者
は
考

え
る
。
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
、
書
物
自
体
は
広
く
読
ま
れ
て
も
、
そ
れ
を
擁
す
る
学
派
集
団
の
活
動
の
跡
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
と
い
う

現
象
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
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『商罵書』の歴史的位置（柴田）

①
戦
国
期
兵
学
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
や
や
古
い
が
竹
内
照
夫
「
兵
家
思
想
」

　
（
『
講
…
座
東
洋
継
馬
想
3
　
⊥
甲
園
［
熱
心
想
狂
』
｛
果
｛
承
大
学
山
山
版
ム
万
、
　
｝
九
六
七
）
。
μ
竹
内

　
論
考
で
は
、
戦
国
兵
家
思
想
の
理
解
に
は
『
孫
子
』
を
中
心
に
『
尉
螺
子
』
を
補

　
助
的
に
用
い
る
の
が
最
善
と
す
る
。
ま
た
近
年
の
も
の
と
し
て
は
、
湯
浅
邦
弘
氏

　
の
一
連
の
研
究
が
重
要
で
あ
り
、
本
稿
で
も
そ
れ
ら
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
る
。

　
湯
浅
邦
弘
「
『
司
馬
法
』
に
お
け
る
支
配
原
理
の
峻
別
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部

　
紀
要
駈
入
文
社
会
二
四
－
二
、
一
九
九
〇
）
等
。
他
に
、
李
訓
読
『
先
秦
的
兵
家
』

　
（
国
立
台
湾
大
学
文
史
叢
刊
、
一
九
九
一
）
が
あ
る
。

②
　
『
孫
子
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
浅
野
裕
一
「
十
三
篇
『
孫
子
』
　
の
成
立

　
事
情
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
人
文
社
会
＝
二
、
一
九
七
九
）
に
従
う
。

③
　
『
尉
緯
書
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
湯
浅
邦
弘
「
尉
綜
子
の
窟
国
強
兵
思

　
想
」
（
『
東
方
学
』
六
九
、
｝
九
八
五
）
を
参
照
し
た
。

④
　
…
…
故
困
者
、
所
以
訣
暴
乱
軍
不
義
也
。
兵
之
所
由
者
、
農
不
離
其
田
業
、
賛

　
不
離
其
舜
宅
、
士
大
夫
不
離
其
官
府
。

⑤
　
…
…
是
堤
無
不
離
聖
業
、
賢
無
不
離
雛
宅
、
±
大
夫
無
不
離
官
府
。

⑥
原
文
は
「
若
兵
敵
強
弱
」
だ
が
、
朱
師
轍
の
説
に
従
っ
て
改
め
た
。

⑦
　
『
商
好
書
錐
揺
』
に
従
い
改
め
た
。

⑧
　
王
者
之
兵
、
勝
而
不
霊
、
敗
而
不
怨
。
勝
而
不
愚
者
、
術
明
也
。
敗
而
不
怨
者
、

　
知
所
失
也
、
若
兵
弱
敵
強
、
将
賢
則
勝
、
将
不
如
則
敗
。
若
宮
政
出
廟
算
者
、
将

　
賢
亦
勝
、
将
不
如
亦
勝
。
政
久
持
勝
術
者
、
必
勢
至
王
。

⑨
三
章
注
⑳
史
料
参
照
。

⑩
農
戦
・
開
豆
・
弱
属
等
、
多
く
の
篇
に
見
え
る
。

⑪
　
佐
原
康
夫
「
戦
国
時
代
の
府
・
庫
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
四
三
…
｝
、

　
「
九
八
四
）
、
江
村
治
樹
「
戦
国
三
晋
都
市
の
性
格
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研

　
究
論
集
』
X
C
V
、
史
学
三
二
、
　
一
九
八
六
）
、
「
戦
国
晴
代
の
都
市
と
そ
の
支

　
配
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
四
八
一
二
、
｝
九
八
九
）
。

⑫
大
庭
傷
「
臨
書
竹
簡
兵
書
と
兵
家
」
（
『
漢
簡
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
九
三
、
一

　
九
七
七
初
出
）
。

⑬
境
内
之
民
皆
言
兵
、
蔵
孫
呉
之
智
者
、
家
有
之
。
而
兵
愈
弱
。
言
戦
者
多
、
被

　
甲
春
画
也
。

⑭
趙
括
自
少
疇
学
兵
法
、
言
兵
事
、
以
天
下
女
能
当
。
嘗
与
其
父
蔭
言
兵
事
、
奢

　
不
能
難
。
然
不
調
善
。
括
母
問
奢
其
故
、
直
面
、
兵
、
死
地
也
。
而
括
易
言
之
。

　
使
趙
不
将
括
鄙
已
、
若
必
将
之
、
破
趙
碁
石
声
門
也
。

⑯
　
公
子
率
五
畿
之
兵
破
秦
軍
費
河
外
、
…
…
当
是
時
、
公
子
気
振
天
下
、
諸
侯
之

　
客
進
兵
法
、
公
子
皆
名
之
、
故
世
俗
称
魏
公
子
兵
法
。

⑯
孫
膿
・
呉
起
・
白
起
・
王
劇
・
楽
毅
ら
。
ま
た
兵
学
を
学
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ

　
て
い
な
く
て
も
、
武
将
と
し
て
す
ぐ
れ
、
兵
法
の
素
養
を
感
じ
さ
せ
る
例
は
多
い
。

⑰
孟
子
臼
、
有
人
日
、
我
善
為
陣
、
我
善
為
戦
。
大
罪
也
。
雪
面
好
仁
、
天
下
無

　
敵
焉
。

⑱
　
城
郭
不
完
、
兵
甲
不
多
、
非
国
之
災
也
。
田
野
斜
壁
、
貨
財
不
聚
、
非
国
之
害

　
也
。
上
無
礼
、
下
無
学
、
賊
罠
興
、
喪
無
日
夷
。

⑲
　
故
仁
人
黙
止
、
駈
存
者
神
、
所
過
者
化
、
若
滋
雨
鱗
虫
、
莫
不
説
喜
。

⑳
　
内
田
智
雄
「
孔
子
お
よ
び
孟
子
の
兵
戦
思
想
」
（
『
同
志
祉
法
学
』
二
六
、
一
九

　
五
四
）
、
「
筍
子
の
兵
戦
論
」
（
『
同
志
社
法
学
』
二
七
、
一
九
五
五
）
。

⑳
　
季
康
子
日
「
子
之
於
軍
旅
、
学
之
乎
、
性
之
乎
。
」
再
有
日
「
垂
垂
於
孔
子
。
」

⑫
　
成
田
君
、
儒
者
也
。
川
霧
義
兵
不
用
詐
謀
奇
計
、
日
「
紀
聞
兵
法
十
則
囲
、
倍

　
則
戦
。
今
韓
信
兵
号
数
万
、
其
実
不
興
数
千
。
…
…
」

⑫
　
大
庭
脩
前
掲
論
考
。

＠
　
李
沢
厚
「
孫
老
韓
含
説
」
（
『
中
国
古
代
思
想
史
論
』
人
民
出
版
社
、
　
一
九
八

　
五
）
、
裂
溝
澱
老
子
》
楚
一
部
兵
書
」
（
『
馬
王
影
藤
墓
群
書
老
子
』
文
物
出
版
社
、

　
一
九
七
六
所
収
）
。

㊧
　
詩
書
礼
楽
臨
監
仁
廉
辮
慧
、
国
有
十
者
、
上
無
使
守
戦
。
国
以
癖
者
治
、
敵
至

　
必
翔
、
不
至
必
貧
。

⑯
　
国
有
礼
、
有
楽
、
嘉
詩
、
有
書
、
有
善
、
講
修
、
有
孝
、
有
弟
、
有
廉
、
有
辮
、
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国
有
十
者
、
上
無
使
戦
、
必
削
至
亡
。
国
無
十
者
、
上
有
使
戦
、
日
興
至
王
。

⑰
　
六
鍛
、
日
礼
楽
、
日
詩
書
、
日
修
善
、
日
孝
弟
、
月
謝
儒
、
日
貞
廉
、
日
仁
義
、

　
日
非
兵
、
日
董
戦
。
國
有
十
二
者
、
上
無
非
望
戦
、
必
貧
至
削
。
十
二
醸
成
鑑
、

　
此
謂
看
之
治
不
勝
其
臣
、
官
之
治
不
勝
其
民
、
此
謂
六
鍛
勝
星
政
也
。

⑱
　
所
謂
壼
教
者
、
博
聞
、
辮
慧
、
信
廉
、
礼
楽
、
修
行
、
羅
党
、
任
誉
、
清
濁
、

　
不
可
以
富
貴
、
不
可
以
評
刑
、
不
可
独
立
私
議
以
陳
其
上
。
…
…
富
貴
之
門
、
要

　
存
車
懸
已
夷
。

⑳
　
鄭
良
樹
前
掲
著
書
一
叢
一
四
百
ハ
。

⑳
　
開
塞
・
画
策
等
で
、
仁
義
を
非
と
す
る
文
言
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
仁
義
を

　
説
く
学
者
は
否
定
さ
れ
て
も
、
理
想
的
震
主
た
る
聖
人
や
明
霜
が
有
す
る
徳
闘
と

　
し
て
の
仁
義
は
、
必
ず
し
も
否
定
的
に
は
扱
わ
れ
な
い
。
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結
び
に
か
え
て

　
『
尊
君
書
』
に
見
え
る
「
国
」
の
構
想
は
、
戦
国
兵
学
の
一
系
統
が
発
展
す
る
過
程
で
鍛
え
ら
れ
た
軍
事
集
団
内
的
秩
序
構
造
が
、
「
国
」

の
レ
ベ
ル
に
移
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
兵
学
的
教
養
と
そ
れ
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
軍
事
的
な
秩
序
意
識
は
、
特
定
の
学
派
集
団
内
部

に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
時
代
の
「
士
」
階
層
を
中
心
と
し
て
人
女
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
意
識
構
造
の
存
在
の
み
か
ら
中
国
戦
国
社
会
の
特
質
が
論
じ
尽
く
せ
る
訳
で
は
な
い
。
本
稿
で
論
じ
た
の
は
、
戦
国
期

の
思
想
状
況
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
こ
で
論
じ
て
き
た
思
想
構
造
が
持
つ
基
本
的
特
質
は
戦
国
期
の
「
国
」
の
現
実
に
対

応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
単
に
観
念
の
世
界
の
み
に
存
在
し
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
コ
君
主
を
源
泉
と
す
る
法
の
一
方
的
公
布
と
い
う
図
式

と
、
そ
れ
に
基
づ
く
農
戦
主
義
的
人
民
編
成
・
商
工
民
の
限
定
的
軍
事
参
加
と
い
う
支
配
構
造
は
、
戦
国
期
の
国
女
が
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
共

通
に
目
指
し
た
所
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
戦
国
期
為
政
者
が
当
時
の
現
実
に
立
ち
向
か
う
一
般
的
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ

の
延
長
上
に
秦
漢
期
統
一
国
家
の
皇
帝
に
よ
る
専
制
的
意
志
決
定
・
編
戸
支
配
を
見
出
す
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
「
国
」
の
モ

デ
ル
は
、
戦
国
～
漢
初
に
お
い
て
潜
在
的
宮
僚
層
と
し
て
の
「
士
」
に
相
当
に
普
遍
的
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
本
稿
で
検
討
し

た
如
き
意
識
構
造
の
広
汎
な
存
在
が
、
戦
国
～
初
期
統
一
国
家
に
お
け
る
潜
主
に
よ
る
一
方
的
意
志
決
定
・
統
一
的
人
民
編
成
の
実
現
を
支
え

る
一
要
素
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
さ
て
、
近
年
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
秦
～
前
漢
前
半
期
の
支
配
体
制
は
、
戦
国
の
延
長
と
い
う
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
た
。

秦
は
全
土
を
郡
県
化
し
た
が
、
そ
の
支
配
は
始
皇
帝
死
後
の
旧
六
国
、
反
乱
諸
勢
力
の
自
立
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
未
だ
十
分
に
は
貫
徹
し
て

い
な
か
っ
た
。
前
漢
初
期
の
郡
国
制
は
、
あ
る
種
の
諸
侯
分
立
体
制
で
あ
り
、
軍
事
的
行
動
を
潜
在
的
に
必
要
と
し
た
。
上
に
見
た
よ
う
な
教

養
の
在
り
方
は
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
状
況
を
根
拠
と
し
て
、
広
く
存
在
し
続
け
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
意
識
構
造
の
普
遍
的
存
在
は
、
成
熱
し
つ
つ
あ
る
統
一
国
家
に
と
っ
て
未
だ
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
統
一

国
家
の
新
た
な
課
題
は
、
愚
母
的
戦
闘
と
い
う
具
体
的
な
状
況
認
識
を
そ
の
存
在
根
拠
と
す
る
教
養
体
系
を
、
個
別
的
状
況
を
越
え
た
安
定
的

支
配
理
念
の
下
に
再
編
成
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
具
体
的
に
追
う
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
①
　
秦
に
よ
る
統
一
の
「
虚
構
性
」
に
つ
い
で
は
、
鶴
間
和
幸
「
秦
帝
国
の
形
成
と
　
　
　
　
　
大
櫛
敦
弘
「
統
一
前
夜
－
戦
国
後
期
の
「
国
際
」
秩
序
一
」
（
『
名
古
屋
大
学

　
　
地
域
－
始
皇
帝
の
虚
像
を
越
え
て
一
」
（
『
歴
史
と
地
理
”
世
界
史
の
研
究
』
　
　
　
　
　
東
洋
史
研
究
報
告
』
一
九
、
一
九
九
五
）
。

　
　
＝
天
、
一
九
八
六
）
。
戦
国
期
国
際
関
係
の
統
一
期
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
古
隠
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
繰
程
　
名
古
屋
布

『商君書』の歴史的位置（柴田）
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two　Sunnite　families，　and　completely　lost　their　power　as　a　result　of

government　oppression．　Thus，　from　the　twelfth　century　onward，　under

the　rule　of　a　pro－Sunnite　court，　the　fate　of　the　ttlama　hinged　upon　their

particular　religious　affiliations．

On　the　historical　significance　of　the　“　Shangjunshu”

by

SHIBATA　Noboru

　　By　foctising　his　attention　on　the　“Shangjunshu”　text，　the　autlior　an－

alyzes　the　salient　intellectual　trends　of　the　Warring　States　period．　The

defini£ion　Gf亡he　s亡ate　as　an．　armed　eロt就y　capable　of　defending　itself　is

significant　because’it　illustrates　that　the　concept　ef　“military”，　as　ex－

Emplified　by　texts　such　as　the　“Sunzi”　and　the　“Weiliaozi”，　had　ex－

panded　to　include　even　the　most　fundamental　poljtical　e’htities．　Fur－

thermore，　concurrent　with　the　expansion　of　the　parameters　of　this　con－

cept　of　“　military　”，　a　highly　disciplined　military　culture　was　disseminated

from　the　aristocratic　（shi）　class　tQ　all　orders　of　Warring　State　society．

（153）




